
関

東

の

地

租

改

正

は

じ

め

に

関
東
諸
府
県
の
地
租
改
正
は
、
福
島
正
夫
の
研
究
に
よ

っ
て
、
地
租
改
正
事

務
局
の
強
力
な

「指
導
」
の
下
で
共
通
の
特
徴
を
帯
び
る
こ
と
が
夙
に
指
摘
さ

れ
て
い
る
が

（１
）、
そ
う
し
た

「指
導
」
の
経
緯
や
、
そ
れ
と
改
租
結
果
と
の

歴
史
的
連
関
は
か
な
ら
ず
し
も
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い

よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
地
租
改
正
事
務
局
に
よ
る

一指
導
」
の

経
緯
を
確
認
し
た
上
で
、
そ
れ
と
改
租
結
果
と
の
歴
史
的
連
関
を
検
討
す
る
の

が
こ
こ
で
の
課
題
で
あ
る
。

一　

地
租
改
正
事
務
局

の

「
指
導
」

＜一　

関
東
改
租
の
特
殊
事
情

関
東
諸
府
県
の
地
租
改
正
に
つ
い
て
は
、
地
租
改
正
事
務
局
に
あ

っ
て
そ
の

実
施
状
況
の
監
督
に
あ
た

っ
た
有
尾
敬
重
が
、
後
年
の
談
話
筆
記

（大
正
三

〔
一
九

一
四
〕
年

一
二
月
印
刷
）
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
（２
）ｏ

関
東
地
方
は

一
体
に
徳
川
氏
直
轄
で
税
が
安
い
方
で
あ

っ
た
。
従
つ
て
改

正
後
は
負
担
が
増
す
と
云
ふ
傾
の
あ
る
場
所
で
あ

っ
た
か
ら
、
此
地
方
は

幾
分
後
廻
し
に
し
て
、
他
の
出
来
栄
を
見
て
ど
う
し
て
も
行
ら
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
と
云
ふ
感
じ
を
起
す
ま
で
着
手
を
延
ば
し
て
置
く
と
云
ふ
こ
と
に

し
て
、
丈
量
等
の
事
も
他
の
県
よ
り
後
で
や
っ
た
の
で
あ
り
ま
す

ま
た
、
こ
う
も
語

っ
て
い
る
（３
）ｏ

関
東
は
御
承
知
の
如
く
、　
一
府
六
県
畔

一
重
で
其
境
を
接
し
て
居
る
の
で

あ
り
ま
す
。
従
つ
て
此
県
の
流
義
は
斯
で
有
り
又
此
県
の
流
義
は
斯
で
有

る
と
云
ふ
様
に
異
た
方
法
で
や
り
か
け
て
は
比
較
上
甚
だ
困
る
と
云
ふ
感

じ
が
致
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
関
東
は
何
う
し
て
も

一
府
六
県
を
仮
に

一
地

方
と
見
て
調
べ
上
げ
た
上
、
隣
県
に
接
続
す
る
所
等
は
甲
県
か
ら
言
ふ
て

奥

田

晴

樹

も
乙
県
か
ら
言
ふ
て
も
大
抵
値
柄
も
合
ふ
様
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
言

ふ
様
な
こ
と
を
予
め
考

へ
て
調
べ
に
掛
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

前
者
は
地
押
丈
量
、
後
者
は
地
位
等
級
の
決
定
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
箇
所

で
、
そ
れ
ぞ
れ
関
東
諸
府
県
で
の
改
租
事
業
を
特
別
扱
い
し
た
理
由
を
説
明
し

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、　
一
つ
に
は
そ
こ
で
は
比
較
的
に
軽
租
で
あ

つ

た
旧
幕
領
が
多
く
、
改
租
の
結
果
、
増
租
と
な
る
見
込
み
が
濃
厚
で
あ
る
こ
と
、

ま
た
も
う

一
つ
に
は
そ
こ
で
の
土
地
利
用
―
営
農
事
情
が
府
県
の
行
政
区
画
で

裁
然
と
区
別
で
き
る
よ
う
な
状
態
に
は
な
く
、
改
正
地
価
算
定
に
直
結
す
る
地

位
等
級
の
決
定
を
府
県
間
で
無
調
整
に
作
業
を
す
す
め
た
場
合
、
改
租
結
果
に

不
公
平
感
を
抱
か
し
め
紛
議
を
惹
起
す
る
危
惧
が
あ
る
こ
と
、
の
二
点
で
あ
る
。

地
租
改
正
事
務
局
は
、
こ
の
よ
う
な
特
殊
視
の
下
に
、
地
位
等
級
決
定
作
業
の

あ
り
方
を
と
り
わ
け
重
視
し
て
、
そ
れ
を
中
心
に
据
え
た

「指
導
」
―

‐関
東

諸
府
県
の
側
か
ら
す
れ
ば

「介
入
」
の
方
針
を
組
み
立
て
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。

に
　
地
租
改
正
事
務
局
の
方
針

地
租
改
正
事
務
局
は
、
明
治
九

（
一
人
七
六
）
年
三
月
三
日
付
で
、
以
下
の

関
東
八
州
地
租
改
正
着
手
ノ
順
序
を
各
地
出
張
局
員
宛
に
達
し
た
。
そ
の
内
容

は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
地
押
丈
量
―
―
第

一
条

（４
）。

第

一
二
丈
量
ヲ
正
確
ニ
シ
地
盤
ヲ
定
ム
ヘ
シ
地
盤
確
定
セ
サ
ル
以
上
ハ
収

穫
地
価
ノ
事
言
フ
可
ラ
ス
シ
テ
其
丈
量
ノ
方
法
及
ヒ
地
図
製
法
ハ
追
々
ノ

成
規
二
依
ル
ヘ
シ
歩
様
ハ
改
正
条
例
二
掲
載
ノ
如
ク
三
四
ヶ
所
位
ニ
テ
ハ

其
確
否
ヲ
見
認
ル
コ
ト
ラ
得
カ
タ
シ
故
二
毎
村
十
ヶ
所
以
上
ハ
様
ス
ヘ
シ

前
段
で
は
、
後
引
の
有
尾
証
言
に
あ
る
よ
う
、
そ
れ
が
終
了
す
る
ま
で
地
位
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等
級
の
決
定
や
地
価
算
定
に
つ
い
て
触
れ
て
は
な
ら
な
い
と
、
と
く
に
注
意
し

て
い
る
。
後
段
で
は
、
地
租
改
正
法
中
の
地
方
官
心
得
第
二
九
章
に

「耕
地
巡

視
ノ
時

ハ
一
筆
毎
ノ
畝
杭
ヲ
改
メ
、
落
地
ノ
有
無
ヲ
点
検
シ
、
広
狭
ノ
当
否
ヲ

観
察
シ
、
三
四
ヶ
所
竿
入
様
歩
イ
タ
シ
書
上
ノ
歩
数
卜
増
減
ア
ル
ト
キ
ハ
再
調

ヲ
命
ス
ヘ
シ
。
」
（５
）
と
あ
る
の
が
、
こ
れ
ま
で
の
実
地
検
査
の
経
験
か
ら
竿

入
箇
所
を
、
規
定
の

一
村
三
、
四
ヶ
所
か
ら

一
〇
ヶ
所
以
上
に
増
や
す
よ
う
指

示
し
て
い
る
。

②
地
位
等
級
の
決
定
―
―
第
二
条
（６
）。

第
ニ
ニ
土
地
ノ
等
級
ヲ
定
ム
ヘ
シ
等
級
正
当
ヲ
得
サ
レ
ハ
収
穫
ヲ
論
ス
ル

ノ
ロ
的
確
ナ
ラ
ス
而
シ
テ
其
等
級
ヲ
定
メ
夫
ョ
リ
毎
州
中
各
郡
ノ
等
級
毎

郡
中
各
村
ノ
等
級
毎
村
中
各
地
ノ
等
級
卜
順
次
二
之
ヲ
定
メ
其
ノ
各
州
ノ

等
級
ハ
此
州
卜
彼
州
ト
ノ
比
準
ヲ
以
テ
シ
而
シ
テ
之
ヲ
全
国
ノ
上
二
就
テ

大
観
シ
テ
甲
乙
ヲ
立
テ
各
郡
ノ
等
級
ハ
一
州
限
り
此
郡
卜
彼
郡
ト
ノ
比
準

ヲ
以
テ
甲
乙
ヲ
立
テ
各
村
ノ
等
級
ハ
一
郡
限
り
此
村
卜
彼
村
ト
ノ
比
準
ヲ

以
テ
甲
乙
ヲ
立
テ
各
地
ノ
等
級
ハ
一
村
限
り
此
地
卜
彼
地
ト
ノ
比
準
ヲ
以

テ
甲
乙
ヲ
立
ツ
ヘ
シ

こ
こ
で
は
、
収
穫
量
の
調
査
に
先
行
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
地
位
等
級
の
決
定

を
行
う
方
針
が
と
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
方
法
は
、
州
位

（国
、
ま
た
は
府
県
）

↓
郡
位
↓
村
位
↓
地
位
と
上
か
ら
順
次
決
定
す
る
と
い
う
も
の
で
、
州
位
は
全

国
比
較
の
中
で
決
め
、
以
下
各
州
の
諸
郡
は
そ
の
州
位
の
中
で
の
相
互
比
較
で
、

と
い
う
具
合
に
州
↓
郡
↓
村
↓
地
の
順
に
決
め
て
い
く
と
い
う
。

③
収
穫
量
の
調
査
―
―
第
三
条
（７
）。

第
三
二
収
穫
ヲ
調
査
ス
ヘ
シ
其
方
法
ハ
先
ツ
土
地
ノ
肥
清
便
否
山
川
ノ
景

況
気
候
ノ
善
悪
反
別
ノ
多
少
坪
刈
ノ
宜
シ
ク
徴
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ア
レ
ハ
其
多

寡
及
ヒ
旧
租
額
ノ
寛
苛
等

二
依
テ
大
観
シ
テ
以
テ
粗
ノ
ロ
的
ヲ
立
テ
而
シ

テ
毎
地
二
就
キ

一
等
ノ
土
地

一
反
歩
二
付
何
石
二
等
ノ
土
地

一
反
歩
二
付

何
石
此
村
平
均
何
石
何
斗
之
ヲ
彼
ノ
村
ノ

一
二
等
ノ
土
地
ノ
収
穫
及
ヒ

一

村
平
均
ノ
収
穫
ト
ニ
比
準
シ
テ
権
衡
如
何
ヲ
考
へ
毎
郡
収
穫
モ
亦
如
此
彼

此
ノ
郡
ヲ
比
較
シ
テ
権
衡
ヲ
取
り
猶
ホ
之
ヲ
隣
州
ノ
相
類
似
ス
ル
某
村
ノ

平
均
卜
此
村
ノ
平
均
卜
某
郡
ノ
平
均
卜
此
郡
ノ
平
均
卜
比
較
シ
仮
令

ハ
某

郡
ノ
彼
ノ
村
卜
此
郡
ノ
此
ノ
村
卜
同
等

ニ
シ
テ
土
地
ノ
景
況
亦
同
シ
ケ
レ

ハ
某
郡
村
二
石
ナ
レ
ハ
此
郡
村
モ
ニ
石
ナ
ル
ヘ
ク
某
郡
村
卜
此
郡
村
卜
同

等
ナ
レ
ト
モ
土
地
ノ
景
況
自
ラ
差
ア
レ
ハ
某
郡
村
二
石
ナ
レ
ト
モ
此
郡
村

一
石
九
斗
九
升
ナ
ル
ヘ
ク
シ
テ
則
チ
某
郡
村
ノ
ニ
等
二
当
ル
ヘ
ク
然
レ
ハ

此
郡
村
ノ
何
等
ハ
某
郡
村
ノ
何
等
二
当
ル
ト
見
定
メ
順
次
如
此
シ
テ
遂
ニ

隣
州
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
遠
隔
ノ
地
方
卜
雖
ト
モ
其
類
似
シ
タ
ル
土
地
ハ
広
ク
類

推
シ
而
シ
テ
復

一
州
ノ
平
均

二
就
テ
大
観
シ
其
初
メ
立
ツ
ル
所
ノ
ロ
的
ノ

当
否
如
何
ヲ
熟
勘
シ
猶
ホ
権
衡
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
思
惟
ス
ル
ト
キ
ハ
其
最

上
等
若
千
収
穫
最
下
等
若
干
収
穫
ト
シ
テ
其
動
カ
ス
可
ラ
サ
ル
確
実
正
真

ノ
ロ
的
ヲ
定
メ
而
シ
テ
其
最
上
卜
最
下
ト
ノ
間
ノ
等
級
二
就
キ
其
実
カ

ニ

応
シ
テ
相
歩
劣
リ
テ
以
テ
割
賦
シ
其
当
否
ヲ
研
究
ス
ヘ
シ

収
穫
量
の
調
査
は
、
あ
ら
か
じ
め
決
定
さ
れ
た
地
位
等
級
を
前
提
と
す
る
だ

け
で
は
な
く
、
は
じ
め
に
収
穫
量
の

「
目
的
」
、
つ
ま
り
目
標
額
を
設
定
し
た

上
で
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
目
標
額
を
州
↓
郡
↓
村
↓
地
の
順
で
ま
ず
決

め
て
お
い
て
、
実
際
の
調
査
結
果
を
そ
れ
で
点
検
し
て
い
く
と
い
う
や
り
方
を

と
る
。
調
査
は
、　
一
応
州
↓
郡
↓
村
↓
地
の
順
で
や
る
と
し
て
い
る
が
、
州
郡

村
の
範
囲
を
越
え
て
隣
接
地
と
の
比
較
を
行
う
必
要
が
と
く
に
注
意
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
前
引
の
有
尾
証
言
に
あ
る
通
り
、
関
東
の
特
殊
事
情
に
配
慮
し

て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

④
改
租
石
代
の
決
定
―
―
第
四
条

（８
）。

第
四
二
米
価
ヲ
定
ム
ヘ
シ
其
方
法
ハ
成
規
ノ
如
ク
其
全
管
内
ノ
五
ヶ
年
ノ

平
均
ヲ
取
ル
ヘ
ト
シ
雖
ト
モ
若
シ
地
方
二
依
り

一
管
内

二
於
テ
各
所
米
価

ノ
差
違
甚
シ
ク
シ
テ
全
管
ヲ
以
テ
平
均
シ
カ
タ
キ
モ
ノ
ハ
其
地
方
ノ
実
際

二
就
キ
之
ヲ
二
三
二
分
テ
平
均
ス
ル
コ
ト
モ
ア
ル
可
シ
而
シ
テ
此
米
価
ナ

ル
モ
ノ
ハ
最
モ
精
確
正
真
ヲ
加
ヘ
サ
レ
ハ
改
租
ノ
真
理
ヲ
失
ヒ
易
キ
コ
ト

此
ョ
リ
甚
シ
キ
ハ
ナ
シ
何
ト
ナ
レ
ハ
収
穫
ノ
多
少

二
依
テ
地
価
ノ
高
低
ヲ

生
ス
ル
ハ
其
実
ヲ
得
ル
論
ナ
シ
ト
云
フ
可
シ
ト
雖
ト
モ
米
価
ノ
高
低
二
依

テ
地
価
ノ
高
低
ヲ
生
ス
ル
ハ
其
真
理
二
遠
カ
リ
易
キ
ヲ
以
テ
ナ
リ

地
価
算
定
に
用
い
る
米
価
、
つ
ま
り
改
租
石
代
に
つ
い
て
は
、
八

（
一
人
七

五
）
年
三
月

一
九
日
付
の
大
蔵
省
乙
第
三
六
号
達
で

「改
租

二
用
ユ
ル
米
価
ハ
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渾
テ
三
年
ョ
リ
七
年
迄
ヲ
限
り
此
五
ヶ
年
ノ
平
均
相
場
ヲ
用
ユ
ヘ
シ
。
」
（９
）

と
し
、
ま
た
同
年
七
月
八
日
付
の
地
租
改
正
事
務
局
議
定
の
地
租
改
正
条
例
細

目
第
六
章
第
五
条
で
「
一
管
内

一
定
ノ
相
場
ヲ
用
ユ
ル
ハ
当
然
タ
リ
ト
雖
ト
モ
、

近
県
管
轄
地
界
接
ス
ル
地
ニ
シ
テ
多
分
ノ
高
低
ア
ル
モ
ノ
ハ
、
篤
卜
双
方
ノ
権

衡
ヲ
量
リ
テ
不
公
平
ナ
キ
ヲ
要
シ
実
際
ノ
見
込
ヲ
具
状
ス
ヘ
シ
。」
（ｌｏ
）
と
規
定

し
て
い
る
。

改
租
石
代
に
関
す
る
こ
の

一
管
内

一
米
価
の
方
式
は
、
当
然
、　
一
管
内
の
改

租
事
業
を

一
度
に
竣
功
を
さ
せ
る
方
針
と
連
繋
し
、
い
わ
ば
全
管

一
致
主
義
と

も
称
す
べ
き
事
業
方
針
を
形
づ
く
り
、
同
年
八
月
三
〇
日
付
の
大
政
官
達
第

一

五
四
号
で

「地
租
ハ
固
ョ
リ
速
成
ヲ
要
セ
サ
レ
ト
モ
、　
一
県
又
ハ
一
郡

一
区
ヨ

リ
漸
次

二
改
正
ス
ル
ト
キ
ハ
彼
此
権
衡
ノ
平
準
ヲ
得
難
ク
、
且
逐
年
物
価
ノ
低

昂
二
依
り
地
価
ノ
差
異
ヲ
生
ス
ル
等
、
種
々
ノ
障
害
ア
ル
ニ
由
り
、
来
ル
明
治

九
年
ヲ
以
テ
各
地
方

一
般
改
正
ノ
期
限
卜
定
ム
、
依
テ
精
々
尽
力
其
成
績
ヲ
奏

ス
ヘ
シ
。
」
（ｎ
）
と
し
た
、
改
租
事
業
九
年
中
竣
功
の
拙
速
主
義
に
結
実
し
て

い
く
。

こ
こ
で
は
、
関
東
で
も
そ
れ
を
踏
襲
し
つ
つ
も
、
地
域
の
実
情
に
よ
り
そ
れ

に
例
外
を
設
け
て
い
る
点
に
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
上
記
の

一

管
内

一
米
価
方
式
、
全
管

一
致
主
義
、
九
年
中
竣
功
の
拙
速
主
義
の
三
連
環
方

針
が
各
地
で
紛
議
を
起
こ
し
つ
つ
あ

っ
た
情
勢
が
幾
分
か
は
反
映
し
て
い
る
か

も
し
れ
な
い
（１２
）ｏ

③
還
元
利
率
の
決
定
―

第
五
条

（１３
）。

第
五
二
利
率
ヲ
定
ム
可
シ
其
方
法
タ
ル
ヤ
利
子
ハ
専
ラ
土
地
ノ
便
否
人
民

営
業
ノ
盛
衰
等
二
依
テ
高
低
ヲ
定
ム
ル
モ
ノ
ト
ス
故
二
毎
地
二
利
子
ヲ
異

ニ
ス
可
ラ
ス

一
村

一
利
子

一
郡

一
利
子
等
其
土
地
ノ
景
況
卜
該
地
方
ノ
慣

行
二
依
テ
定
ム
ヘ
シ

改
租
事
業
で
は
収
穫
量
か
ら
資
本
還
元
方
式
で
地
価
を
算
定
す
る
方
式
が
と

ら
れ
た
が
、
そ
の
利
率
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
の
方
針
は
変
化
し
て
い
つ
た
。

地
租
改
正
法
中
の
地
方
官
心
得
第

一
九
章
で
は

「土
地
ヲ
売
買
ス
ル
ヤ
各
人
ノ

好
悪
二
因
り
其
利
分
低
昂
ア
リ
ト
雖
ト
モ
、
其
差
等
ノ
如
キ
ハ
概
略
三
分
利
ョ

リ
六
分
利
マ
テ
ヲ
以
テ
普
通
ト
ス
。
故
二
今
地
価
ヲ
検
ス
ル
ノ
際
自
作
地
ハ
七

分
利
、
小
作
地

ハ
五
分
利
ヲ
以
テ
其
極
度
ト
ス
ヘ
シ
。」
（１４
）
と
の
み
規
定
さ

れ
、
そ
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
七

（
一
八
七
四
）

年
二
月
七
日
付
の
大
蔵
省
決
議
で

「各
地
方
管
内
各
村
改
租
上
地
価
ノ
利
率
適

宜
差
等
ヲ
設
ヶ
シ
ム
。
」
（１５
）
と
し
、
村
ご
と
に
利
率
を
定
め
て
よ
い
こ
と
に

し
た
。
そ
の
後
、
前
出
の
地
租
改
正
条
例
細
目
の
第
七
章
で
は
こ
う
規
定
し
て

い
る
（１６
）Ｏ

第

一
条
　
利
子
ハ
従
前
其
地
ノ
慣
習
二
由
り
各
処
異
同
ア
リ
。
且
売
買
上

好
悪
、
必
需
ノ
緩
急
二
由
リ
テ

一
村
中
タ
リ
ト
モ
自
ラ
昂
低
ア
リ
。

然
レ
ト
モ
要
ス
ル
ニ
不
動
産
タ
ル
土
地
ノ
利
子
ハ
、
金
銀
貸
借
上

ノ
如
キ
利
子
二
至
ラ
ス
。
故

二
地
方
官
心
得
書
第
十
九
章
二
掲
載

ス
ル
利
率
ヲ
以
テ
極
度
ト
ス
ヘ
シ
。
尤
各
村
耕
紙
ノ
難
易
、
人
口

ノ
多
寡
、
運
輸
ノ
便
否
、
余
業
利
潤
ノ
厚
薄
等

二
由
り
、　
一
管
内

卜
雖
ト
モ
差
等
ア
ル
ヘ
キ
ヲ
以
テ
、
最
寄
市
村
ノ
実
況
二
就
キ
、

各
村
極
度
以
内
ヲ
以
テ
適
当
二
等
差
ヲ
設
ク
ヘ
シ
。

第
二
条
　
一
村
ノ
内

一
筆
限
ニ
テ
ハ
利
子
ノ
極
度
ヲ
超
ル
モ
ノ
間
々
ア
ル

ヘ
シ

一
村
総
計
上
二
於
テ
極
度
二
超
過
セ
サ
レ
ハ
一
筆
限
ノ
流
用

ハ
妨
ケ
ナ
シ
。

そ
こ
で
は
、
村
ご
と
の
利
率
設
定
を
地
方
官
心
得
第

一
九
章
に
規
定
さ
れ
た

三
～
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
限
度
内
と
い
う
条
件
を
付
し
て
認
め
、
さ
ら
に

一
筆
ご

と
の
利
率
設
定
も
村
単
位
で
集
計
し
た
際
に
上
記
の
限
度
内
に
収
ま

っ
て
い
れ

ば
構
わ
な
い
、
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
関
東
改
租
で
は
、
第
五
条
に
あ

る
よ
う
に
、　
一
筆
ご
と
の
利
率
設
定
を
認
め
ず
、
村
な
い
し
郡
を
適
用
範
囲
に

一
定
さ
せ
る
方
針
に
変
わ
っ
て
い
る
。

⑥
新
旧
税
額
の
比
較
―
―
第
六
条

（１７
）。

前
条
ノ
件
々
皆
ナ
正
確
ヲ
得
テ
始
メ
テ
地
価
ヲ
算
出
ス
可
シ
而
シ
テ
後
新

旧
税
額
ノ
増
減
新
旧
反
別
ノ
増
減
等
ノ
比
較
ヲ
勘
味
シ
若
シ
其
比
較
上
ヨ

リ
シ
テ
新
税
額
二
疑
ア
ル
ト
キ
ハ
猶
ホ
収
穫
ヲ
勘
査
シ
テ
其
目
的
ノ
当
否

ヲ
研
究
ス
ヘ
シ
故
二
新
旧
税
ノ
比
較
ヲ
主
ト
シ
テ
収
穫
調
査
ノ
根
拠
ト
ナ

ス
可
カ
ラ
サ
ル
カ
如
シ
ト
雖
ト
モ
其
全
体
ヲ
勘
味
ス
ル
ニ
ハ
必
ス
欠
ク
可

ラ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
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改
正
地
租
額
の
妥
当
性
を
吟
味
す
る
た
め
、
新
旧
税
額
の
比
較
が
必
要
だ
と

す
る
。
も
し
改
租
結
果
に
疑
惑
が
生
じ
た
場
合
は
、
収
穫
量
を
検
査
し
て
そ
の

目
標
額
の
当
否
を
再
検
討
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
新
旧
税
額

の
比
較
を
収
穫
の
査
定
の
際
に
基
準
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
戒
め
て
い
る
が
、

関
東
改
租
の
実
際
場
面
で
は
、
そ
れ
が
な
か
な
か
の
威
力
を
発
揮
す
る
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
第
七
条
は
、
旧
反
米

・
石
盛

・
免
の
調
査
も
上
記
の
作

業
の

一
環
と
し
て
指
示
し
て
い
る
ｎ
）ｏ

⑦
調
査
の
正
確
さ
と
収
穫
量

・
利
子

。
米
価
の
掛
酌
―

第
八
条
（１９
）。

地
価
ヲ
算
出
ス
ル
ニ
其
目
的
ヲ
達
セ
ン
為
メ
或
ハ
収
穫
或

ハ
利
子
或

ハ
米

価
等
ノ
上
二
就
テ
之
ヲ
掛
酌
増
減
ス
ル
コ
ト
往
々
ア
リ
此
弊
勉
メ
テ
避
ケ

ス
ン
ハ
ア
ル
可
カ
ラ
ス
何
ト
ナ
レ
ハ
収
穫
ナ
ル
モ
ノ
ハ
其
地
二
応
シ
必
ス

若
干
ノ
収
穫
ア
ル
可
キ
ノ
道
理
ヲ
見
認
テ
之
ヲ
定
ム
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
其
地

価
税
額
ノ
ロ
的
ヲ
達
セ
ン
為
メ
勘
酌
増
減
ス
ヘ
キ
モ
ノ
エ
ア
ラ
ス
故

二
断

シ
テ
此
弊
ヲ
避
ク
可
シ
真
ノ
条
理
論
ョ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
利
子
米
価
等
モ
亦

然
ル
ナ
リ
然
リ
ト
雖
モ
収
穫
調
査
ナ
ル
モ
ノ
ニ
於
テ
ハ
他
ノ
物
質
ヲ
分
析

シ
タ
ル
如
ク
墓
モ
差
謬
ナ
キ
コ
ト
ヲ
保
チ
カ
タ
キ
ト
元
是
税
ノ
軽
カ
ラ
ン

コ
ト
ヲ
欲
ス
ル
人
民
ョ
リ
申
立
タ
ル
収
穫
ナ
ル
ニ
就
テ
ハ
必
ス
多
少
隠
匿

ノ
収
利
ア
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト
ニ
依
テ
ハ
之
ヲ
勘
査
ス
ル
ニ
ハ
幾
分
力
便
法
ヲ

用
ヒ
テ
以
テ
到
底
正
確
二
帰
セ
シ
メ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
其
便
法

ハ
則
チ
利
子

或

ハ
米
価
ヲ
掛
酌
増
減
ス
ル
ニ
ア
ル
ナ
リ
然
レ
ト
モ
是
ハ
已
ヲ
得
サ
ル
ニ

出
ル
ノ
権
道
ナ
レ
ハ
希
ク
ハ
容
易
二
用
ヒ
サ
ル
ヲ
要
ス
且
猶
収
穫
利
子
ノ

如
キ
ハ
今
年
調
査
ス
ル
所
ノ
正
確
ナ
レ
ハ
五
年
ノ
再
調
ノ
時

二
至
リ
テ
モ

大
差
違
ナ
ク
米
価

二
至
テ
ハ
其
時
ノ
勢
二
依
テ
高
低
差
違
量
リ
カ
タ
シ
故

二
収
穫
ノ
ロ
的
弥
動
カ
ス
可
ラ
ス
米
価
ノ
掛
酌
最
モ
慎
ム
ヘ
キ
ノ
道
理
ア

ル
ヲ
知
ル
ヘ
シ

あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
て
い
る
目
標
額
の
地
価
を
算
出
す
る
た
め
、
そ
の
基

礎
資
料
と
な
る
収
穫
量

・
還
元
利
率

・
改
租
石
代
の
数
値
を
適
宜
掛
酌
す
る
こ

と
を
強
く
戒
め
、
調
査
の
正
確
さ
を
要
求
し
て
い
る
。
五
年
後
の
再
調
査
と
は
、

七
年
五
月

一
二
日
付
の
大
政
官
布
告
第
五
三
号
で
地
租
改
正
法
中
の
地
租
改
正

条
例
に
第
八
章

「改
租
後
売
買
ノ
間
地
価
ノ
増
減
ヲ
生
ス
ル
ト
モ
、
改
租
ノ
初

年
ョ
リ
五
ヶ
年
間
ハ
当
初
決
定
セ
シ
地
価
二
拠
り
収
税
ス
ヘ
シ
。
但
地
価
昂
低

ヲ
生
セ
シ
ト
キ
ハ
其
地
方
官

二
於
テ
券
状
裏
面

へ
朱
書
ス
ヘ
シ
。
」
昴
）
と
追

加
規
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
上
記
の

一
般
原
則
を
掲
げ
つ
つ
も
、
そ
の

一
方
で
、
地
主
の
申
告

方
式
で

一
連
の
改
租
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
、
地
主

が
改
租
を
好
機
と
し
て
減
租
を
は
か
る
の
は
必
至
だ
か
ら
、
申
告
内
容
の
正
確

さ
は
期
し
難
い
と
も
し
、
「便
法
」
な
い
し

「権
道
」
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
数

値
を
掛
酌
す
る
こ
と
で
そ
れ
を
是
正
す
る
こ
と
も
認
め
て
い
る
。
後
述
す
る
よ

う
に
、
実
際
に
は
、
地
租
改
正
事
務
局
が
関
東
諸
府
県
に
こ
の

「権
道
」
を
押

し
付
け
よ
う
と
す
る
こ
と
に
な
る
。

つ
い
で
、
第
九
条
は
改
租
結
果
の
表
示
方
法
、
第

一
〇
条
は
清
券
地
、
つ
ま

り
市
街
地
の
地
価
算
定
上
の
注
意
で
あ
る
Я
）ｏ

③
再
調
査
の
際
の
請
書
―
―
第

一
一
条
（２２
）。

等
級
及
ヒ
収
穫
利
子
等

ハ
先
ツ
人
民
二
為
申
立
官
之
ヲ
不
相
当
卜
思
惟
ス

ル
ト
キ
ハ
幾
応
モ
之
ヲ
督
責
シ
遂
二
承
服
セ
シ
メ
タ
ル
上
綿
密
ノ
手
続
ヲ

以
テ
其
請
書
ヲ
取
ル
ヘ
シ
此
請
書
ヲ
取
ル
ノ
際
疎
漏
ノ
挙
動
二
渉
り
他
日

人
民
不
服
等
ノ
紛
議
ヲ
来
ス
勿
レ
最
モ
慎
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

改
租
事
業
が
前
述
の
三
連
環
方
針
の
下
で
強
力
に
推
進
さ
れ
始
め
る
と
、
各

地
で
紛
議
が
否
応
な
く
生
じ
て
く
る
。
そ
う
し
た
状
況
が
、
こ
の
紛
議
防
止
の

た
め
の
規
定
が
と
く
に
設
け
ら
れ
た
背
景
に
あ
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
検
査
に

よ
り
再
調
査
と
な
っ
た
場
合
を
想
定
し
、
地
主
に
申
告
内
容
と
異
な
る
そ
の
結

果
を
承
諾
さ
せ
る
際
、
請
書
を
取
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
（２３
）。
さ
ら
に
、

そ
の
取
り
方
に
も
慎
重
を
期
す
る
よ
う
、
厳
し
く
注
意
し
て
い
る
。
地
租
改
正

事
務
局
は
、
前
引
の
有
尾
証
言
に
あ
る
よ
う
な
特
殊
事
情
の
み
な
ら
ず
、
上
記

の
よ
う
な
状
況
下
で
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
関
東
改
租
に
、
特
段
の
慎
重
さ

を
も

っ
て
臨
ん
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
三
連
環
方
針
を
貫
徹
し
て
い
こ
う
と
す
れ
ば
、
こ
の
関
東
改
租
方

針
が
出
さ
れ
て
か
ら
二
ヶ
月
後
に
は
、
九
年
五
月

一
二
日
付
の
大
政
官
布
告
第

六
八
号
で

「地
租
改
正
調
査

二
臨
ミ
収
穫
地
価
適
当
ノ
ロ
的
ヲ
定
メ
、　
一
郡

一

区
内
二
就
テ
人
民
過
半
承
服
ノ
場
合

二
至
ル
モ
、
其

一
部
分
ノ
ミ
私
見
ヲ
張
リ
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承
服
セ
サ
ル
者
ア
ラ
ハ
、
近
傍
類
地
等
ノ
比
準
ヲ
取
り
相
当
ノ
地
価
ヲ
定
メ
之

二
地
券
ヲ
渡
シ
収
税
ス
ヘ
シ
。
」
２
）
と
い
っ
た
強
制
措
置
の
法
制
化
さ
え
な

さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

③
目
標
数
値
決
定
の
優
先
―
―
第

一
二
条

（２５
）。

収
穫
利
子
等
ハ
派
出
局
員
ノ
ロ
的
卜
該
府
県
官
ノ
ロ
的
卜
決
定
セ
サ
ル
内

ハ
府
県
官
二
於
テ
墓
モ
人
民
二
対
シ
テ
ロ
ヲ
発
ク
可
ラ
サ
ル
ヲ
緊
要
ト
ス

収
穫
量
や
利
率
の
目
標
数
値
に
つ
い
て
、
地
租
改
正
事
務
局
か
ら
派
遣
さ
れ

た
局
員
と
各
府
県
の
改
租
担
当
者
の
間
で
合
意
が
成
立
す
る
ま
で
、
そ
れ
ら
の

決
定
に
つ
い
て
府
県
側
に
籍
口
令
を
敷
い
て
い
る
。
問
題
は
地
租
改
正
事
務
局

と
関
東
諸
府
県
の
合
意
形
成
で
、
後
引
の
有
尾
証
言
に
も
あ
る
よ
う
に
、
実
際

に
は
こ
れ
が
な
か
な
か
容
易
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
ま
れ
、
以
上
の
方
針
の
下
に
、
地
租
改
正
事
務
局
は
関
東
改
租
を

「指
導
」

し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

二
　

地
位
等
級
決
定
作
業

の
展
開

＜一＞
　
地
位
等
級
決
定
作
業
の
着
手

関
東
に
お
け
る
改
租
作
業
の
実
際
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
有
尾
が
後
年
の
手

記

（大
正

一
〇

〔
一
九
二

一
〕
年
五
月
二
〇
日
完
成
）
で
次
の
よ
う
に
書
い
て

い
る
（る
）Ｏ

一　

同
九
年
六
月
神
奈
川
県
二
出
張
ヲ
命
セ
ラ
ル
関
東

一
府
六
県
ノ
地
ハ

均
シ
ク
平
野
ニ
シ
テ
両
地
方
ノ
境
ヲ
接
ス
ル
別
二
確
乎
タ
ル
境
界
ナ
シ

改
租
ハ
至
公
至
平
二
行
フ
モ
ノ
ナ
ル
ニ
地
方
庁
ノ
異
ナ
ル
為
メ
ニ
結
果

ノ
同
シ
カ
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
本
旨
二
戻
ル
ヲ
以
テ
調
査
二
関
シ
模
範
村
ヲ

置
ク
コ
ト
ラ
創
設
シ
最
寄
二
三
ヶ
村
ヲ

一
組
ト
シ
其
内
ノ
各
等
級
ノ
ア

ル
適
宜
ノ
村
ヲ
模
範
村
卜
立
テ
其
地
位
ヲ
立
ル
ニ
ハ
官
民
立
会

（
一
組

合
ノ
数
村
ハ
土
地
二
明
瞭
ナ
ル
総
代
入
ヲ
選
択
シ
テ
立
会
シ
ム
）

一
等

卜
二
等
ニ
ハ
若
千

（仮
二
収
穫
米
壱
斗
五
升
ト
ス
）
ノ
差
ア
ル
コ
ト

ヽ

シ
模
範
村
ノ
何
等
地
ニ
ハ
何
村
ノ
何
等
地
力
比
適
ス
ル
等
ノ
標
準
ヲ
立

テ
関
東
ノ
各
地
方
ハ
之
ヲ
連
結
シ
テ
何
レ
ノ
土
地
卜
雖
ト
モ
地
位
同
シ

キ
モ
ノ
ハ
一
般
二
一
級
内
ノ
地
ト
ナ
ス
ノ
組
織
ト
ス
先
ツ
之
ヲ
神
奈
川

県

二
開
始
シ
六
月
ョ
リ
九
月
迄
実
施
シ
其
成
績
良
好
ナ
ル
ヲ
以
テ
関
東

各
地
方

二
及
ホ
ス
コ
ト
ト
ス

こ
こ
か
ら
、
以
下
の
事
柄
が
わ
か
る
。

第

一
に
、
関
東
諸
府
県
の
改
租
事
業
に
お
け
る
地
位
等
級
決
定
作
業
着
手
の

経
緯
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
九
年
六
月
、
ま
ず
神
奈
川
県
で
着
手
し
、
そ
こ
で

の
作
業
が
順
調
に
進
行
し
た
こ
と
を
見
て
、
同
年
九
月
か
ら
他
府
県
で
も
作
業

を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
地
位
等
級
の
決
定
に
あ
た

つ
て
、
模
範
村
の
方
式
を
採
用
し
た
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
方
式
に
つ
い
て
、
有
尾
は
前
引
の
談
話
筆
記
で
、
次
の
よ
う

に
よ
り
具
体
的
に
説
明
し
て
い
る

（２７
）Ｏ

其
上
段
段
各
地
方
で
改
正
を
や
つ
た
為
め
に
手
並
も
出
来
て
参
り
ま
し
た

も
の
で
有
り
ま
す
か
ら
役
人
の
方
で
も
然
う
素
人
計
り
で
な
い
、
経
験
を

積
ん
だ
者
も
幾
ら
か
有
る
様
に
な
つ
た
の
で
、
先
づ
模
範
村
と
云
ふ
も
の

を
立
て

ヽ
之
を
基
と
し
て
調
べ
を
す
る
事
に
な
り
ま
し
た
。
模
範
村
に
は

何
う
云
ふ
も
の
を
立
て
る
か
と
云
ふ
と
其

一
村
内
に
可
成
種
々
の
土
地
の

有
る
所
、
即
ち
善

い
所
も
在
り
悪

い
所
も
あ
り
、
水
不
足
の
所
も
あ
り
水

の
多

い
所
も
有
る
と
云
ふ
風
で
、
彼
所
は
ど
う
云
ふ
等
級
、
此
所
は
ど
う

云
ふ
等
級
と
云
ふ
事
が
ど
の
村
に
も
模
範
に
な
る
様
に
異
種
類
の
多

い
所

を
選
ん
で
模
範
村
に
立
て
た
の
で
あ
り
ま
す
。
然
う
し
て
十
ヶ
村
又
は
二

十
ヶ
村
宛
に
組
を
分
け
て
先
づ
以
て
其
内
の
模
範
村
に
就
て
地
位
の
等
級

を
立
て
さ
せ
、
組
合
各
村
の
地
主
総
代
世
話
役
等
地
位
等
級
の
事
に
従
事

す
る
者
を
之
に
立
会
は
せ
、　
一
同
を
し
て
実
施
に
就
て
模
範
村
の

一
等
は

斯
う
云
ふ
も
の
で
有
る
、
又
二
等
は
斯
う
云
ふ
様
な
も
の
で
あ
る
か
ら
各

自
の
村
の

一
等
地
は
模
範
村
の
三
等
に
属
す
る
と
か
若
く
は
四
等
に
属
す

る
と
か
云
ふ
こ
と
を
充
分
に
見
極
め
を
さ
せ
又
等
級
の
定
め
方
も
斯
う
云

ふ
や
う
に
や
る
の
だ
と
云
ふ
事
を
教
え
て
や
つ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ

れ
か
ら
此
の
実
行
中
は
地
価
が
ど
う
云
ふ
風
に
な
る
で
あ
ら
う
か
と
云
ふ

事
は

一
切
念
頭
に
上
さ
せ
ん
様
な
示
し
方
を
致
し
ま
し
て
、
先
づ
収
穫
を

以
て
関
東
各
府
県
の
平
均
を
得
る
様
な
風
に
や
つ
た
も
の
で
有
り
ま
す
。

夫
れ
か
ら
甲
乙
県
の

一
等
地
が
何
所
々
々
と
定
ま

っ
た
時
は
相
互
の
役
人
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を
し
て
改
正
局
役
員
と
共
に
其
所
へ
見
に
行
か
し
め
、
之
に
立
会
は
せ
て

何
県
の

一
等
と
し
何
県
の

一
等
は
ど
う
云
ふ
も
の
で
あ
る
、
又
何
県
の
下

等
地
と
何
県
の
下
等
地
と
は
ど
う
云
ふ
も
の
で
有
る
と
云
ふ
様
に
前
に
模

範
村
で
極
め
た
と
同
じ
様
な
工
合
に
県
と
県
で
極
め
て
た
行
つ
た
も
の
で

あ
り
ま
す
。
此
に
等
級
は
収
穫
か
ら
目
安
が
付
い
て
居
ら
ん
け
れ
ば
出
来

な
い
の
で
、
各
等
級
間
の
差
を

一
斗
五
升
と
す
る
と
云
ふ
目
安
で
や
ら
し

た
も
の
で
有
り
ま
す
。
但
し
茨
城
県
は

一
斗
五
升
で
は
開
き
が
多
過
ぎ
る

五
升
づ

ゝ
に
細
分
し
て
貰
い
た
い
と
云
ふ
の
で
、　
一
等
を
更
に
甲
乙
丙
と

細
分
し
て
や
つ
た
、
其
他
は

一
斗
五
升
で
宜
し
か
つ
た
か
と
記
憶
し
て
居

り
ま
す
。

こ
の
証
言
の
内
容
は
、
前
引
の
地
租
改
正
事
務
局
の
関
東
改
租

「指
導
」
方

針
に
お
け
る
地
位
等
級
の
決
定
方
法
や
そ
の
際
の
籍
口
令
に
つ
い
て
、
よ
り
具

体
的
に
説
明
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
模
範
村
の
方
式
と
は
、
ま
ず
先
に
村

内
の
地
位
等
級
を
決
め
て
し
ま
う
模
範
村
を
選
び
、
そ
れ
を
中
心
に

一
〇
な
い

し
二
〇
ヶ
村
で
組
合
を
作
ら
せ
て
、
模
範
村
の
等
級
と
の
比
較
で
組
合
を
構
成

す
る
各
村
内
の
等
級
を
決
め
て
行
き
、
さ
ら
に
模
範
村
を
相
互
に
比
較
し
て
各

府
県
内
の
地
位
等
級
を
決
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
各
等
級
の
区
分

は
、　
一
斗
五
升
単
位
と
し
、
茨
城
県
だ
け
は
各
等
級
内
を
さ
ら
に
三
等
分
す
る

こ
と
を
認
め
た
と
い
う
。

こ
う
し
た
方
式
が
最
初
に
実
施
さ
れ
た
神
奈
川
県
の
改
租
事
業
に
つ
い
て
は
、

渡
辺
隆
喜
が
壬
申
地
券
交
付
以
降
の
事
業
の
展
開
経
緯
を
研
究
し
（２８
）、
ま
た

高
崎
進
が
瀬
谷
村
ほ
か
六
ヶ
村
で
起
き
た
改
租
結
果
を
め
ぐ
る
紛
議
に
つ
い
て

検
討
し
て
い
る
（２９
）。
こ
れ
ら
の
研
究
に
よ

っ
て
も
、
地
位
等
級
決
定
作
業
着

手
直
後
の
九
年
六
～
九
月
の
時
点
の
神
奈
川
県
で
は
、
模
範
村
の
方
式
そ
れ
自

体
が
拒
絶
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
は
生
じ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
（３０
）ｏ
そ
う
し

た
事
情
か
ら
、
地
租
改
正
事
務
局
が
そ
こ
で
の
実
験
を

「成
績
良
好
」
と
判
断

し
、
他
の
関
東
諸
府
県
に
作
業
を
拡
大
し
て
い
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
ｎ
）ｏ

０
　
改
租
作
業
の
中
断

こ
の
よ
う
に
し
て
関
東
全
域
に
拡
大
さ
れ
た
地
位
等
級
決
定
作
業
の
そ
の
後

は
ど
う
な
っ
た
か
。
こ
れ
も
有
尾
の
手
記
で
見
て
み
よ
う

（３２
）。

一　

同
年
九
月
千
葉
県
二
出
張
ヲ
命
セ
ラ
レ
神
奈
川
県
卜
同

一
ノ
方
法
ニ

着
手
ス
尋
テ
茨
城
、
栃
木
、
群
馬
、
埼
玉
、
東
京
府
ノ
郡
部
モ
同
シ
ク

関
東

一
般
ヲ
担
当
ス
ル
コ
ト

ヽ
ナ
リ
之
ヲ
各
地
方
二
類
推
ス
ル
コ
ト

ヽ

ス
茨
城
県
ニ
ハ
同
年
十
二
月
暴
動
起
り

一
時
中
止
ス
又
十
年
二
月
西
南

騒
擾
事
件
ニ
テ
人
心
悔
々
タ
リ
故
二
一
時

一
般
二
中
止
ト
ナ
ル
改
正
局

員
ハ
引
上
ケ
人
民
二
対
ス
ル
調
査
ヲ
止
メ
本
局
地
方
庁
共
二
前
途
施
行

ス
ヘ
キ
内
部
ノ
準
備
二
専
ラ
従
事
セ
リ

有
尾
は
、
明
治
九
年
九
月
以
降
、
千
葉
県
、
つ
い
で
他
の
関
東
諸
府
県
も
担

当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
同
年

一
二
月
に
茨
城
県
で
改
租
事
業
を
め
ぐ

っ
て

大
規
模
な
騒
擾
が
発
生
し
（３３
）、
同
県
の
作
業
を

一
時
中
止
せ
ざ
る
を
得
な
く

な
り
、
さ
ら
に
翌

一
〇

（
一
八
七
七
）
年
二
月
に
西
南
戦
争
が
勃
発
し
て
、
全

国
の
改
租
事
業
が

一
斉
に
中
断
さ
れ
、
以
後
、
地
租
改
正
事
務
局
で
は
全
国
に

派
遣
し
て
い
た
局
員
を
東
京
に
引
き
揚
げ
て
今
後
の
作
業
の
準
備
を
す
す
め
、

「地
方
庁
」
つ
ま
り
各
府
県
も
同
様
の
態
勢
を
と

つ
た
と
い
う
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
関
東
諸
府
県
の
改
租
事
業
に
お
け
る
地
位
等
級
決
定
作

業
は
、
神
奈
川
県
で
九
年
六
月
、
つ
い
で
他
府
県
も
九
月
以
降
に
着
手
さ
れ
た

が
、
ま
ず
茨
城
県
が
騒
擾
発
生
の
た
め
、
同
年

一
二
月
に
中
止
さ
れ
、
さ
ら
に

他
府
県
も
西
南
戦
争
の
た
め
翌

一
〇
年
二
月
に
は
中
止
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
ま
で
の
改
租
事
業
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
関
東
諸
府
県
の
改
租
事
業
も
政

局
や
民
衆
の
動
向
に
大
き
く
左
右
さ
れ
、
難
航
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
茨
城
県
に
続
き
、
九
年

一
二
月
に
は
三
重
県
で
も
改
租
事
業
に
起

因
す
る
騒
擾
が
発
生
し
た
た
め
、
政
府
は
、　
一
〇
年

一
月
四
日
、
地
租
を
地
価

の
三
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
二

・
五
パ
ー
セ
ン
ト
ヘ
と
大
幅
に
引
き
下
げ
る
措
置
を

と

っ
た
の
で
あ
る
。
減
租
の
詔
書
に
は
、
地
租
改
正
法
の
目
的
が

「兆
民
猶
ホ

疾
苦
ノ
中
二
在
リ
テ
未
夕
富
庶
ノ
沢
ヲ
被
ラ
サ
ル
ヲ
慇
レ
」
ん
で
、
税
法
の

「偏
重
ナ
カ
ラ
シ
メ
ン
ト
」
し
た
も
の
だ
と
説
い
た
上
で
、
「今
又
親
シ
ク
稼
格

ノ
穀
難
ヲ
察
シ
深
ク
体
養
ノ
道
ヲ
念
フ
」
と
こ
ろ
か
ら
、
減
租
を
実
施
す
る
こ

と
に
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（訊
）。
民
衆
の
生
活
苦
を
認
識
し
、
そ
れ
を
救

済
す
べ
く
課
税
の
偏
重
を
是
正
す
る
目
的
で
改
租
事
業
を
始
め
た
の
だ
と
い
う
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説
明
で
あ
り
、
減
租

の
措
置
は
民
衆
救
済
と

い
う
事
業
目
的
の
新
た
な
証
明
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。

０
　
収
穫
反
米
の
調
整

し
か
し
、
地
租
改
正
事
務
局
が
作
業
中
断
中
に
行
っ
た
今
後
の
作
業
の

「準

備
」
の
中
身
は
、
前
引
の
詔
書
を
額
面
通
り
に
受
け
取

っ
て
し
ま

っ
て
よ
い
も

の
か
ど
う
か
、
少
な
く
と
も
関
東
諸
府
県
に
関
し
て
は

一
考
を
要
す
る
よ
う
で

あ
る
。
有
尾
の
手
記
は
こ
う
続
け
て
い
る
（３５
）ｏ

後
九
月
頃
ョ
リ
復
旧
シ
前
掲
各
地
方
二
出
張
シ

一
般
ヲ
監
督
シ
実
地
二
臨

ミ
之
ヲ
督
励
シ
彼
是
ノ
権
衡
ヲ
平
準
ナ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
ニ
努
ム

実
際
に
は
、　
一
〇
年
八
月
下
旬
か
ら

一
〇
月
に
か
け
て
、
関
東
諸
府
県
の
府

知
事

・
県
令
が
地
租
改
正
事
務
局
に
呼
び
出
さ
れ
、
今
後
の
作
業
方
針
に
つ
い

て
の
意
思
統

一
が
な
さ
れ
て
い
る
（％
）。
有
尾
の
手
記
で
は
、
年
次
を
誤
り

一

一

（
一
人
七
八
）
年
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
模
様
を
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い

る
（り
ｏ

十

一
年
八
月
二
至
り
漸
ク
諸
般
ノ
調
査
竣
功
二
至
レ
ル
ヲ
以
テ
関
東
ノ
各

地
方
長
官
ヲ
東
京
二
召
集
シ
改
正
実
施
ノ
標
準
ヲ
示
サ
レ
各
尽
痒
セ
ラ
レ

タ
ル
ニ
関
東
ニ
ハ
従
来
二
石
五
斗
代
卜
云
フ

一
石
ノ
米
価

ハ
四
十
銭
ト
シ

テ
上
納
ス
ル
ノ
習
慣
ア
リ
テ
改
租
ノ
結
果
ハ
非
常
ノ
増
租
ト
ナ
ル
ヲ
以
テ

実
施
ノ
困
難
ヲ
陳
情
シ
容
易
二
承
諾
セ
ラ
レ
ス
去
ナ
カ
ラ
調
査
上
ニ
ハ
予

メ
期
ス
ル
所
ニ
ョ
リ
確
乎
タ
ル
標
準
ノ
ア
ル
ア
リ
テ
之
ヲ
批
難
ス
ル
能
ハ

ス
再
三
再
四
ノ
会
見
二
於
テ

一
時
ノ
推
選
ヲ
以
テ
著
シ
ク
増
租
ト
ナ
ル
畑

方
二
於
テ
幾
分
ノ
譲
歩
掛
酌
ヲ
加

へ
漸
ク
妥
協
ヲ
遂
ケ
地
方
長
官
二
一
任

シ
テ
実
行
セ
シ
ム
ル
コ
ト

ヽ
ナ
レ
リ
実
二
地
租
改
正
中
ノ
最
モ
困
難
タ
リ

シ
改
租
モ
調
査
方
法
ノ
完
全
ナ
リ
シ
為
メ
挙
行
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
リ

地
位
等
級
の
決
定
に
続
く
次
の
課
題
は
収
穫
量
の
調
査
だ
か
、
前
述
の

「指

導
」
方
針
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
で
は
ま
ず
目
標
額
に
つ
い
て
、
地
租
改
正
事
務
局

と
関
東
諸
府
県
の
間
で
合
意
を
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
有
尾
は
、
そ
の

た
め
各
府
県
の
府
知
事

・
県
令
を
東
京
に
呼
び
出
し
て
意
思
統

一
を
は
か
っ
た

際
の
状
況
に
つ
い
て
も
、
次
の
よ
う
に
証
言
し
て
い
る
■
）Ｏ

夫
れ
か
ら
後
と
廻
し
に
し
て
置
い
た
関
東
は
余
程
注
意
し
て
円
満
な
る
様

な
や
り
方
を
し
な
け
れ
ば
成
ら
ぬ
と
云
ふ
の
で
材
料
も
充
分
調
つ
て
居
り

ま
し
た
。
加
ふ
る
に
西
南
戦
争
の
方
も
落
着
し
た
の
で
、　
一
府
六
県
の
知

事
を
召
集
し
て
、
諸
般
の
材
料
を
以
て
取
調
べ
た
る
額
を
示
し
、
之
を
施

行
し
な
さ
い
と
云
ふ
様
に
協
議
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
然
う
云
ふ

多
数
を

一
席
に
集
め
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
議
論
が
八
釜
敷
く
、
然
う

云
ふ
額
は
実
際
に
行

へ
な
い
と
云
つ
て
中
々
聞
き
入
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

殊
に
関
東
は
税
率
が
二
箇
半
に
な
つ
て
も
猶
ほ
増
税
が
甚
だ
し
い
、
千
葉

県
茨
城
県
は
夫
れ
程
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
外
の
県
は
頗
る
相
違
が
多
く
、

就
中
埼
玉
県
は
最
も
甚
だ
し
い
と
云
ふ
の
で
、
知
事
は
全
国
公
平
画

一
に

す
る
御
主
意
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
之
を

一
時
に
施
行
す
る
事
は
如
何
と
も

や
り
兼
ね
る
と
云
ふ
様
な
事
を
陳
述
し
ま
し
て
、
容
易
に
承
知
し
な
か
つ

た
の
で
、　
一
週
間
位
熟
考
の
時
を
与
へ
、　
一
方
地
租
改
正
局
の
方
で
も
再

考
致
し
ま
し
た
結
果
、
他
の
租
税
の
減
ず
る
所
と
違
つ
て
斯
う
云
ふ
地
租

の
増
す
地
方
に
あ
つ
て
は

一
時
に
真
正
に
や
る
事
も
出
来
兼
ぬ
る
事
情
も

あ
る
と
認
め
、
且
つ
知
事
も
連
合
し
て
掛
酌
を
迫
ら
れ
た
の
で
、
己
む
な

く
前
に
提
出
し
ま
し
た
額
よ
り
、
畑
に
限
り
、
三
分
乃
至
五
分
を
減
じ
た

処
を
以
て
査
定
額
と
し
、
更
に
協
議
に
上
せ
て
漸
く
決
着
し
ま
し
た
。
然

し
引
受
を
し
た
上
は
実
行
は
総
て
自
分
等
に
任
せ
て
改
正
局
の
出
張
員
は

差
出
し
な
き
様
に
し
て
頂
き
度
い
と
云
ふ
事
に
な
り
ま
し
た
。
改
正
局
の

方
で
も
総
額
に
於
て
増
減
を
生
ぜ
ざ
れ
ば
其
目
的
は
達
す
る
の
で
有
り
ま

す
か
ら
其
額
を
県
知
事
に
任
せ
ら
れ
ま
し
て
、
知
事
が
背
負
つ
て

一
般
を

纏
め
た
の
で
有
ま
す
。
改
正
局
で
も
元
々
然
う
云
ふ
事
に
成
り
は
せ
ん
か

と
予
測
し
て
各
県
を
連
合
し
て
、
地
位
等
級
を
始
め
収
穫
の
配
布
に
至
る

迄
、
知
事
が
勝
手
に
直
す
事
の
出
来
な
い
様
に
取
運
ん
で
あ
り
ま
し
た
か

ら
後
に
な
つ
て
見
て
も
、
関
東
地
方
が
殊
更
に
軽
く
な
つ
た
と
云
ふ
こ
と

も
無
く
、　
一
時
の
行
き
掛
り
上
然
う
云
ふ
様
な
事
に
な
つ
た
の
で
、
実
際

は
敢
て
不
都
合
の
事
も
無
く
、
正
当
に
落
着
し
た
か
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
ら
か
ら
は
、
以
下
の
事
柄
が
わ
か
る
。

第

一
に
、
地
租
改
正
事
務
局
は
そ
こ
で

「収
穫
の
配
布
」
な
い
し

「査
定
額
」

-30-



を
提
示
し
て
い
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
各
等
級
の
反
当
収
穫
量
＝

収
穫
反
米
の
平
均
値
、
す
な
わ
ち
平
均
反
米
で
あ
る
。
し
か
も
、
同
局
が
作
業

中
断
中
に

「準
備
」
し
た
そ
の
数
値
は
、
各
府
県
で
納
税
者
の
申
告
を
基
礎
に

積
み
上
げ
て
き
た
各
等
級
の
収
穫
反
米
を
全
般
的
に
引
き
上
げ
る
結
果
と
な
る

も
の
だ

っ
た
の
で
あ
る
（３９
）ｏ

第
二
に
、
そ
の
た
め
、
埼
玉
県
を
は
じ
め
と
す
る
関
東
諸
府
県
の
府
知
事

。

県
令
が
地
租
改
正
事
務
局
の
方
針
を
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
と
強
い
難
色
を
示
し

て
い
る
。
彼
ら
の
動
き
は
、
納
税
者
の
反
発
を
必
至
と
考
え
て
の
も
の
と
見
て

差
支
え
あ
る
ま
い
。

第
三
に
、
そ
こ
で
、
両
者
間
の
妥
協
が
は
か
ら
れ
、
関
東
諸
府
県
で
耕
地
に

占
め
る
割
合
の
大
き
い
畑
作
地
に
つ
い
て
、
平
均
反
米
を
若
干
減
ら
す
こ
と
で

妥
結
し
た
。

第
四
に
、
今
後
、
各
府
県
で
納
税
者
の
了
解
を
と
り
つ
け
て
い
く
際
、
地
租

改
正
事
務
局
は

一
切
を
各
府
県
当
局
に
任
せ
直
接
関
与
し
な
い
、
と
の
府
知

事

・
県
令
側
の
要
求
が
認
め
ら
れ
た
。
い
わ
ば
、
こ
れ
は
、
関
東
諸
府
県
の
改

租
事
業
を
、
府
知
事

・
県
令
が
地
租
改
正
事
務
局
か
ら
請
け
負

っ
た
わ
け
で
あ

る
。
地
租
改
正
事
務
局
と
関
東
諸
府
県
の
間
で
た
た
か
わ
さ
れ
た
論
議
が
、
今

度
は
各
府
県
当
局
と
管
内
諸
村
、
つ
い
で
各
村
の
改
租
担
当
者
と
村
内
の
納
税

者
の
間
で
、
順
次
、
展
開
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

第
五
に
、
地
租
改
正
事
務
局
が
こ
う
し
た
各
等
級
の
収
穫
反
米
で
の
妥
協
や
、

関
東
諸
府
県
に
よ
る
改
租
事
業
の
請
け
負
い
を
認
め
た
の
は
、
「総
額
に
於
て

増
減
を
生
ぜ
ざ
れ
ば
其
目
的
は
達
す
る
」
と
の
目
算
が
成
り
立

っ
た
か
ら
だ
と

い
う
。
こ
の
目
算
は
ま
た
、
そ
の
細
分
化
さ
れ
た
姿
で
、
各
府
県
管
内
各
段
階

で
の
論
議
の
帰
趨
を
左
右
す
る
有
力
な
判
断
材
料
の

一
つ
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

三
　
関
東
諸
府
県
の
改
租
結
果

こ
の
よ
う
に
し
て
す
す
め
ら
れ
た
関
東
諸
府
県
の
改
租
結
果
の
う
ち
、
新
旧

の
反
別
と
地
租
の
増
減
比
較
は
、
表
１
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。

改
租
結
果
の
歴
史
的
評
価
に
直
結
す
る
新
旧
地
租
額
の
増
減
に
関
す
る
数
値

を
め
ぐ

っ
て
は
、
従
前
の
地
租
改
正
研
究
の
焦
点
の

一
つ
で
あ
り
、
依
拠
す
る

表 1 関東諸府県 地租改正 事業期間 新旧反別・地租増減 府県別一覧

注1)上掲の表は、「改正地租表」(大内兵衛・土屋喬雄編『明治前期財政経済史科集成』第七巻、改造社、1933年3月 、|∞ ～127貢)1こ より

作成し、大蔵省編『府県地租改工紀要」(復刻版、御茶の水書房、19η年7月 )に より改租事業期間を補記した。

2)反別は反以下、地租は円以下を切り捨てた。

3)反別増減の合計数値には表示を省略した民有地第二種の分が含まれている。

4)地租増減(3%)お よび同(2.5%)の 項は、改正地租を地価の3%ないし2.5%と した場合のそれぞれの総額を改租以前の貢租総額と比較

した増減額である。なお、改正地租総額と増減を比較する「旧貢金ハ各府県改租ノ前三ケ年間実収金額ノ平均」(前掲「改正地租表」

几例、80頁)である。

5)反別増減の項の数値で一の記号を付したものは面積減、地租増減の項の数値で+の記号を付したものは増租額をそれぞれ示している。

事業期間

田畑・宅地・市街宅地他 山 林 原 野 他 合    計

地租増減(39o) 地租増減(2泌 ) 反別増減 地租増減{396) 地租増減(2跳 ) 反別増減 地租増減(3%) 地租増減(25%)

東 京

神奈川

崎 玉

千 葉

茨 城

詳 馬

栃 木

明治年 月  年 月

7.9-11.5

72-13.4

9.5-13.9

6.9-14.9

6.8-14.6

9.11-14.5

8.11-13.5

反

45,720

208,282

252,677

492,837

369,379

1∞ ,ソ7

15(),315

円

+285,074

+53,758

+301,340

293,301

69,907

+82,62

+75,092

円

+177,549

縛,277

+18,396

544,760

289,485

68,452

72,814

反

43,258

1,2∞ ,1“

826,81

1,123,422

1,22μ 6

1,205,252

1,651,023

円

+2,“6

+17,230

+2,662

+18,859

+14,821

+31,756

+8,799

円

+2,334

+13,391

+20,015

+14,624

+11,6∞

+26,1∞

+19,478

反

92,58

1,462,439

1,081,393

1,627,755

1,625,603

1,405,378

1,翻 ,889

PI

+287,940

+Ю,988

+326,002

274,42

55,086

+114,378

+98,892

円

+179,884

η,“5

+“,384

530,136

277,824

42,“3

",336
関東計 6.8-14.9 1,709,735 +4譴 ,678 872,843 7,341,788 +1“ ,"3 +107,611 9,105,015 +“8,672 7652“

全国計 5.10-14.11 15,881,83 3,485,193 11,∞ 5,4∞ 69,779,808 +5m,083 +456,488 お,276,W8 2,∞5,1∞ 11,148,915
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史
料
の
吟
味
も
含
め
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
論
議
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
中
で
、
佐
々

木
寛
司
が

『
明
治
初
年
地
租
改
正
基
礎
資
料
』
（４ｏ
）
所
載
の
各
府
県
提
出
の

「新
旧
税
額
比
較
表
」
に
依
拠
し
た
上
で
、　
一
〇
年
減
租
に
よ
る
改
正
地
租
額

を
用
い
た
新
旧
地
租
額
の
増
減
比
較
こ
そ
が
改
租
結
果
の
歴
史
的
評
価
の
史
料

的
根
拠
た
り
得
る
と
の
見
解
を
提
示
し
て
い
る
が

（４‐
）、
も

っ
と
も
で
あ
る
。

佐
々
木
は
、
従
前
の
議
論
の
あ
り
方
を
批
判
す
る
た
め
、
依
拠
史
料
の
デ
ー
タ

と
し
て
の

一
次
性
や
精
度
に
つ
い
て
こ
と
さ
ら
注
意
を
払

っ
て
い
る
が
、
表
１

の
依
拠
史
料
と
し
た

「
地
租
改
正
報
告
書
」
付
載
の

「改
正
地
租
表
」
（４２
）
で

も
、
数
値
の
概
数
的
傾
向
に
大
差
が
生
ず
る
わ
け
で
は
な
い
。
ポ
イ
ン
ト
は
、

一
〇
年
減
租
に
よ
る
改
正
地
租
額
を
用
い
た
新
旧
地
租
額
の
増
減
比
較
を
重
視

す
る
か
否
か
に
あ
る
。
こ
の
点
で
、
佐
々
木
の
提
言
は
以
後
の
地
租
改
正
研
究

が
無
視
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
ぬ

一
石
を
投
じ
た
も
の
と
評
さ
れ
よ
う
。

表
１
に
よ
れ
ば
、
反
別
に
つ
い
て
は
、
田
畑

・
宅
地

・
市
街
宅
地
他
と
山
林

原
野
他
の
い
ず
れ
も
が
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
が
、
全
国
の
増
反
数
に
占
め
る

関
東
の
そ
れ
の
割
合
は
、
前
者
の
耕
宅
地
が

一
〇

・
七
六
パ
ー
セ
ン
ト
余
、
後

者
の
林
野
が

一
〇

・
五
二
パ
ー
セ
ン
ト
余
で
、
両
者
に
大
差
は
な
い
。
し
か
し
、

地
租
の
方
と
な
る
と
、
か
な
り
異
な
る
様
相
を
示
し
て
い
る
。

耕
宅
地
の
地
租
は
、　
一
〇
年
減
租
以
前
の
租
率
で
比
較
す
る
と
、
前
引
の
有

尾
証
言
に
あ
る
通
り
、
千
葉

・
茨
城
両
県
を
除
い
て
軒
並
み
増
租
と
な

っ
て
、

関
東
全
体
で
四
三
万
四
千
円
余
の
増
租
と
な
る
。
し
か
し
、
減
租
後
の
租
率
で

は
、
東
京
府
と
埼
玉
県
は
依
然
増
租
と
な
る
も
の
の
、
他
の
諸
県
は
減
租
に
転

じ
、
全
体
で
は
八
七
万
三
千
円
余
の
減
租
と
な
る
。
前
述
の
経
緯
か
ら
明
ら
か

な
よ
う
に
、
関
東
諸
府
県
の
改
正
地
租
は
減
租
後
の
租
率
で
徴
税
が
始
め
ら
れ

て
お
り
、
大
幅
な
増
租
が
予
想
さ
れ
た
関
東
の
耕
宅
地
改
租
も
ｒ
全
体
と
し
て

は
結
果
的
に
減
租
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
全
国
で
は
、
減
租
前
で
も
三
四
人
万
五
千
円
余
の
減
租
、
減
租

後
は

一
一
六
〇
万
五
千
円
余
の
減
租
と
な

っ
て
い
る
。
福
島
正
夫
の
研
究
に
よ

れ
ば
、
耕
地
の
改
租
竣
功
時
期
は
、
減
租
前
が
三
四
単
位

（県
や
郡
な
ど
）
、

減
租
後
も
同
じ
く
三
四
単
位

（う
ち
九
年
が
二
九
単
位
）
で
あ
り
、
現
行
の
行

政
区
画
で
は
減
租
前
が

一
六
県
、
減
租
後
が
二
九
府
県
に
な
る
と
い
う

（４３
）Ｏ

表 2 関東諸府県 耕宅地地租改正 新旧地租総額比較

府  県 旧貢租総額 (A) 改正地租総額(3%,B) B//A 改正地租総額 (2.5%,C) C//A

東 京

神奈川

埼 玉

千 葉

茨 城

群 馬

栃 木

円

645,150

882,214

1,697,826

1,508,754

1,317,465

906,449

887,445

%

179.17

106.48

121.57

83.72

94.96

110.02

109.24

円

537,625

735,178

1,415,855

1,257,295

1,097,887

775,374

739,538

関東計 7,410,623 7,845,303 105.86 6,558,752 88.50

全国計 52,206,406 42,721,213 81.83 40,601,003 77.77
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注1)上掲の表は、「改正地租表」(大内兵衛・土屋喬雄編『明治前期財政経済史科集成』第七巻、改造社、193年 3月 、

“

～1″頁)により

作成した。

2)耕宅地とは民有地第一種の田畑・宅地・市街宅地・塩田などをいう。

3)各総額は円以下、百分比は小数点第3位以下を切り捨てた。

円

360,075

828,455

1,396,486

1,802,056

1,387,373

823,826

812,352

%

149.30

88.74

101.38

69.77

79.13

94.11

91.()3



さ
す
れ
ば
、
耕
宅
地
の
過
半
は
減
租
後
の
租
率
で
改
正
地
租
の
徴
税
が
始
め
ら

れ
た
こ
と
と
な
り
、
減
租
前
に
竣
功
し
た
と
こ
ろ
も
そ
の
大
半
が
僅
か

一
年
で

減
租
と
な

っ
て
い
る
か
ら
、
全
国
的
に
も
耕
宅
地
の
改
租
結
果
は
減
租
に
な
っ

た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う

（４４
）○

問
題
は
、
全
国
が
減
租
と
な
る
中
で
の
、
関
東
の
減
租
が
ど
う
位
置
づ
け
ら

れ
る
か
で
あ
る
。
表
２
は
、
関
東
諸
府
県
の
耕
宅
地
に
つ
い
て
、
旧
貢
租
と
改

正
地
租
の
総
額
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
貢
租
総
額
に
対
す
る
改
正
地
租
総

額
の
割
合
を
、
実
際
に
徴
税
さ
れ
た
地
価
二

・
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
数
値
で
比
較

す
る
と
、
関
東
が
全
国
よ
り
も

一
割
以
上
も
高
く
な
っ
て
お
り
、
三
パ
ー
セ
ン

ト
で
の
全
国
の
割
合
よ
り
も
高
い
。
つ
ま
り
、
関
東
の
減
租
率
は
、
全
国
の
そ

れ
よ
り
も
格
段
に
低
い
の
で
あ
る
。

こ
の
要
因
は
、
前
引
の
有
尾
の
手
記
や
証
言
に
も
あ
る
よ
う
に
、
改
租
実
施

当
時
か
ら
、
旧
幕
領
が
多
く
、
ま
た
畑
方
の
割
合
が
高
く
、
そ
の
い
ず
れ
も
旧

貢
租
負
担
が
相
対
的
に
軽
か
っ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
て
き
た
が
、
は
た
し
て
そ

れ
だ
け
だ
ろ
う
か
。
有
尾
が
、
前
引
の
如
く
、
関
東
の
改
租
結
果
に
つ
い
て

「改
正
局
の
方
で
も
総
額
に
於
て
増
減
を
生
ぜ
ざ
れ
ば
其
目
的
は
達
す
る
」
（４５
）

と
証
言
し
て
い
る
が
、
旧
貢
租
比
八
八

・
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
数
値
は
、

「其
目
的
」
を
実
現
す
べ
く
な
さ
れ
た
地
租
改
正
事
務
局
の

「指
導
」
の
結
果
で

も
あ
つ
た
、
と
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。　
一
〇
年
九
月
の
時
点
の
政
府
は
、

年
頭
の
減
租
に
よ
る
大
幅
税
収
減
に
加
え
て
、
西
南
戦
争
の
莫
大
な
戦
費
の
負

担
に
よ

つ
て
、
き
わ
め
て
厳
し
い
財
政
運
営
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た

（４６
）。

し
た
が

っ
て
、
関
東
改
租
に
臨
ん
で
、
政
府
が
税
収
の
減
少
幅
を
可
能
な
限
り

抑
え
よ
う
と
し
た
と
し
て
も
、
さ
し
て
不
思
議
な
話
で
は
あ
る
ま
い
。

で
は
、
林
野
の
方
は
ど
う
か
。
前
出
の
表
１
に
よ
れ
ば
、
林
野
の
地
租
は
、

全
国
と
同
様
、　
一
〇
年
減
租
の
前
後
と
も
関
東
の
全
府
県
で
増
租
と
な
り
、
実

際
に
徴
税
が
な
さ
れ
た
減
租
後
の
も
の
で
も
全
体
で

一
〇
万
七
千
円
余
の
増
租

と
な
っ
て
い
る
。
問
題
は
、
こ
の
増
租
額
が
全
国
の
そ
れ
に
占
め
る
割
合
で
あ

る
。
減
租
後
の
林
野
の
全
国
の
増
租
額
は
四
五
万
六
千
円
余
で
あ
り
、
そ
こ
で

の
関
東
の
割
合
は
二
三

・
五
七
パ
ー
セ
ン
ト
余
、
つ
ま
り
四
分
の

一
弱
に
達
し

て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
耕
宅
地
の
減
租
額
が
全
国
の
そ
れ
に
占
め
る
割
合

の
方
は
、
僅
か
に
七

・
五
二
パ
ー
セ
ン
ト
余
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
関
東
に
お
け
る
林
野
の
増
租
額
の
割
合
は
、
全
国
対
比
で
は

反
別
増
の
そ
れ
の
二
倍
以
上
と
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
の
反
別
増
の
中
身
が
大

幅
な
増
租
に
帰
結
す
る
性
格
の
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
は
な
か

ろ
う
か
。
従
前
の
林
野
地
租
改
正
研
究
で
は
、
官
民
有
区
分
の
際
に
そ
れ
ま
で

公
有
地
と
さ
れ
て
き
た
村
持
の
入
会
地
な
ど
の
官
有
地
編
入
の
問
題
が
と
り
わ

け
重
視
さ
れ
て
き
た
が
（４７
）、
関
東
の
場
合
、
そ
れ
と
と
も
に
、
お
そ
ら
く
そ

れ
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
、
林
野
に
つ
い
て
有
税
の
民
有
地
第

一
種
が
認
定
さ
れ
る
際
に
、
大
幅
な
増
租
に
帰
結
す
る
方
向
が
追
求
さ
れ
た
と

み
ら
れ
る
問
題
も
、
あ
わ
せ
て
検
討
の
俎
上
に
の
せ
る
必
要
が
あ
り
そ
う
に
思

わ
れ
る
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

な
お
、
表
１
に
よ
れ
ば
、
埼
玉
県
と
群
馬
県
は
、
改
租
事
業
そ
れ
自
体
の
着

手
、
つ
ま
り
そ
の
第

一
段
階
の
地
押
丈
量
へ
の
着
手
も
、
地
租
改
正
事
務
局
が

地
位
等
級
決
定
作
業

へ
の

「指
導
」
を
始
め
た
九
年
六
～
九
月
の
前
後
、
す
な

わ
ち
埼
玉
県
が
直
前
の
五
月
、
群
馬
県
は
直
後
の

一
一
月
に
ず
れ
込
ん
で
い
る
。

埼
玉
県
は

一
〇
年
八
月
下
旬
か
ら

一
〇
月
に
か
け
て
の
地
租
改
正
事
務
局
と
の

や
り
と
り
の
際
に
最
も
強
く
難
色
を
示
し
、
改
租
結
果
も
増
租
と
な
り
、
ま
た

群
馬
県
は
減
租
に
は
な
っ
た
も
の
の
、
関
東
諸
県
の
中
で
は
そ
の
減
租
額
が
最

も
少
な
い
。
こ
う
し
た
改
租
結
果
に
も
顕
れ
て
い
る
増
租
必
至
の
見
込
み
が
、

少
な
く
と
も
埼
玉
県
で
は
改
租
事
業
着
手
を
遅
ら
せ
る
要
因
と
な
っ
た
と
見
て

よ
か
ろ
う

（４８
）Ｏ

と
こ
ろ
で
、
改
租
結
果
を
左
右
す
る
要
因
に
は
、
収
穫
反
米
だ
け
で
は
な
く
、

改
租
石
代
や
還
元
利
率
も
あ
る
。
表
３
は
、
関
東
諸
府
県
の
改
租
石
代
と
還
元

利
率
を
、
田
と
畑
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ

一
覧
し
た
も
の
で
あ
る
（４９
）。
地
租
改

正
法
が
定
め
る
地
価
算
定
方
式
で
は
、　
一
般
に
、
改
租
石
代
が
高
か
っ
た
り
、

還
元
利
率
が
低
け
れ
ば
、
改
正
地
価
は
高
く
な
る
（Ю
）。
改
租
石
代
は
、
全
国

最
高
額
の
群
馬
県
に
つ
い
で
、
増
租
と
な

っ
た
埼
玉
県
や
東
京
府
が
高
い
。
ま

た
、
還
元
利
率
は
、
東
京
府
が
僅
か
に
大
パ
ー
セ
ン
ト
を
下
回

っ
て
い
る
が
、

差
異
の
幅
は
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
前
後
〇

・
〇
六
～
七
ポ
イ
ン
ト
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
。
し
た
が

っ
て
、
群
馬
県
の
改
租
石
代
が
全
国
最
高
額
の
五
円
四
五
銭
に
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注) 「地租改正以降至現在一段当地価収確及米価利未沿革一覧表 畑之部」および「地租改正以降至現今一段歩平均地価収穫及米価利朱

修正沿事一覧表 田之部」(「 地組関係書類彙纂」付表 〔大内兵衛・土屋喬雄『明治前期財政経済史料集成」第七巻、改造社、輸
"年

3月 〕)

により作成。

設
定
さ
れ
た
こ
と
が
、
同
県
が
関
東
諸
県
中
で
減
租
額
の
最
も
少
な
い
改
租
結

果
と
な
る

一
因
だ

っ
た
と
見
て
差
支
え
あ
る
ま
い
。

ま
と
め
に
か
え
て

こ
こ
で
は
、
関
東
諸
府
県
の
地
租
改
正
に
つ
い
て
、
地
租
改
正
事
務
局
の

「指
導
」
方
針
の
内
容
を
検
討
し
、
そ
の
実
際
の
展
開
過
程
の
概
要
を
追
跡
し

た
上
で
、
そ
の
改
租
結
果
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
。

な
る
ほ
ど
、
関
東
の
改
租
事
業
に
は
、
地
租
改
正
事
務
局
の

「指
導
」
に
よ

り
他
地
方
の
諸
府
県
に
は
見
ら
れ
な
い
共
通
性
が
、
作
業
の
あ
り
方
に
も
、
ま

た
結
果
に
も
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
改
租
結
果
は
た
し
か
に
減
租
に
な

っ
て
は
い

る
。
し
か
し
、
そ
の
減
租
率
は
、
全
国
の
方
を

一
〇
年
減
租
以
前
の
租
率
で
算

出
し
た
と
し
て
も
、
全
国
の
そ
れ
よ
り
も
下
回
っ
て
い
る
。
問
題
は
、
全
国
の

中
で
そ
う
し
た
位
相
に
あ
る
関
東
の
改
租
結
果
が
、
地
租
改
正
法
の
頒
布
に
際

し
て
の
上
諭
が
改
租
目
的
と
し
て
掲
げ
る
寛
苛
軽
重
の
是
正
、
公
平
画

一
の
実

現

（５‐
）
の
範
囲
内
、
つ
ま
り
寛
軽
な
旧
貢
租
を
他
地
方
と
公
平
な
水
準
の
改
正

地
租
に
是
正
し
た
と
い
う
程
度
に
と
ど
ま
る
も
の
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。こ

の
問
題
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
関
東
の
各
府
県
で
の
改
租
事
業
と
そ
の

結
果
に
つ
い
て
、
よ
り
立
ち
入
っ
た
考
察
が
必
要
と
な
る
が
、
そ
れ
は
今
後
の

課
題
と
し
た
い
。

（１
）

（２
）

（
３

）

（４
）

（５
）

福
島
正
夫

『地
租
改
正
の
研
究
』
増
訂
版
、
有
斐
閣
、　
一
九
七
〇
年

一
一
月
、
三
五
九
～
三
六

一
頁
を
参
照
。

『本
邦
地
租
の
沿
革
』
日
本
勧
業
銀
行
内
毎
月
会
、　
一
九

一
四
年

一

二
月
、
七
八
頁

（復
刻
版
、
御
茶
の
水
書
房
、　
一
九
七
七
年
九
月
）
。

同
上
八
九
頁
。

地
租
改
正
資
料
刊
行
会
編

『明
治
初
年
地
租
改
正
基
礎
資
料
』
有
斐

閣
、
下
巻
、　
一
九
五
七
年
五
月
、　
一
五
六
五
頁

（以
下

『資
料
』
下
と

省
略
）
。

「地
租
関
係
書
類
彙
纂
」
（大
内
兵
衛

・
土
屋
喬
雄

『明
治
前
期
財

府 県 名
田 畑

改 租 石 代 還 元 利 率 改 租 石 代 還 元 利 率

東   京

神 奈 川

埼   玉

千   葉

茨   城

群   馬

栃   木

円

5。 200

5. 150

5.203

4. 683

4. 524

5.450

4. 547

%

5

6

6

6

6

6

6

979

005

C)11

033

000

003

000

円

5. 200

5. 150

5。  168

4. 707

4. 561

5.450

4. 549

%

5

6

6

6

6

6

6

982

030

005

000

000

000

010

全 国 最 高

全 国 最 低

5.450

(群  馬 )

2.426

(秋  田)

6. 696

(岐阜・美濃 )

5。  183

(鳥   取 )

5.450

(群  馬 )

2.435

(秋  田)

6. 800

(青森一部 )

5. 200

(堺・高安 )
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政
経
済
史
料
集
成
』
第
七
巻
、
改
造
社
、　
一
九
三
三
年
三
月
、
以
下

『集
成
』
七
と
省
略
）
三
三
〇
頁
。

（６
）

前
掲

『資
料
』
下
、　
一
五
六
五
～

一
五
六
六
頁
。

（７
）
。
（８
）

同
上

一
五
六
六
頁
。

（９
）
。
（１０
）
　

「地
租
改
正
例
規
沿
革
撮
要
」
（前
掲

『集
成
』
七
）
二
七

三
頁
。

（ｎ
）

同
上
二
人
三
頁
。

ち
な
み
に
、
有
尾
は
、
三
連
環
方
針
の
成
立
に
つ
い
て
、
談
話
で
こ

う
述
べ
て
い
る

（前
掲

『本
邦
地
租
の
沿
革
』
八
八
頁
）
。

襲
に
改
正
条
例
の
発
布
の
際
は
全
県
が
出
来
な
い
で
も
出
来
た
部

分
か
ら
改
正
し
て
行
く
と
云
ふ
条
項
が
有

つ
た
の
で
有
り
ま
す

が
、
其
頃
に
至
り
然
う
云
ふ
風
に
小
日
か
ら
改
正
を
し
て
行
く
と

す
れ
ば
、
先
に
調
べ
た
処
と
後
に
調
べ
て
処
と
不
権
衡
を
生
ぜ
ん

と
も
限
り
ま
せ
ん
。
又
米
価
な
ど
の
用
い
方
が
先
の
調
べ
と
後
の

調
べ
と
で
違
つ
て
来
る
と
云
ふ
事
に
な
り
ま
し
て
、
已
に
実
行
に

取
掛
つ
た
も
の
も
中
止
し
て
、　
一
県
同

一
の
方
法
で
や
る
事
に
致

し
ま
し
た
。
夫
か
ら
明
治
九
年
を
以
て
改
正
の
期
限
と
す
る
か
ら

明
治
九
年
迄
に
調
べ
上
げ
て
仕
舞

へ
と
云
ふ
布
告
が
あ
り
ま
し

た
。

有
尾
に
よ
れ
ば
、
こ
の
三
連
環
方
針
の
成
立
が
関
東
諸
府
県
の
改
租

事
業

へ
の
地
租
改
正
事
務
局
の

「指
導
」
が
開
始
さ
れ
る
契
機
と
な

っ

た
と
い
う

（同
上
八
八
頁
～
八
九
頁
）。

夫
で
も
前
に
も
申
上
げ
ま
し
た
様
に
関
東
地
方
は
後
と
廻
し
と
云

ふ
事
で
御
座
い
ま
し
た
が
、
此
布
告
で
明
治
九
年
迄
に
残
ら
ず
仕

上
げ
て
仕
舞

へ
と
云
ふ
事
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
後
と
廻
し
等
と

緩
々
と
し
て
居
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
早
速
関
東
に
も
著
手
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
事
に
評
議
が
極
ま
り
ま
し
た
。

（１２
）

九
年
中
に
生
じ
た
ト
ラ
ブ
ル
の
噴
矢
は
和
歌
山
県
那
賀
郡
の
騒
擾
だ

が
、
三
連
環
方
針
と
こ
の
騒
擾
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
著

『地
租

改
正
と
地
方
制
度
』
山
川
出
版
社
、　
一
九
九
三
年

一
ｏ
月
、
第

一
編
第

三
章

「地
租
改
正
を
め
ぐ
る
民
衆
運
動
」
を
参
照
。
和
歌
山
県
で
の
紛

議
は
、
九
年
二
月
七
日
付
で
旧
貢
租
石
代
の

一
管
内

一
米
価
方
式
を
改

め
て
ほ
し
い
と
い
う
要
求
が
出
さ
れ
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
が
、
県
当

局
は
そ
れ
が
改
租
石
代
の
決
定
方
法
に
連
動
し
て
い
く
と
見
て
（実
際
、

民
衆
の
側
の
要
求
は
そ
う
な

っ
て
い
く
）
、
同
年
二
月
二
五
日
付
で
地

租
改
正
事
務
局
に
改
租
石
代
決
定
に
用
い
る
米
価
相
場
を
従
来
の
三
ヶ

所
か
ら

一
〇
ヶ
所
に
増
や
す
こ
と
を
伺
出
て
、
石
代
の
若
干
の
引
き
下

げ
を
は
か
り
、
複
数
米
価
方
式

へ
の
転
換
要
求
を
抑
え
込
も
う
と
し
て

い
る
。
同
局
は
、
同
年
三
月
二
〇
日
付
で
そ
れ
を
許
可
し
て
い
る

（同

上

一
一
〇
～

一
一
五
頁
お
よ
び

一
二
九
頁
を
参
照
）
。
こ
の
和
歌
山
県

の
伺
が
出
さ
れ
た
の
は
、
関
東
八
州
地
租
改
正
着
手
ノ
順
序
が
達
せ
ら

れ
る
三
月
三
日
の
直
前
だ
が
、
こ
の
種
の
紛
議
防
止
へ
の
配
慮
を
強
調

さ
せ
る

一
因
と
な

っ
た
可
能
性
は
あ
ろ
う
。

（１３
）

前
掲

『資
料
』
下
、　
一
五
六
六
頁
。

（１４
）

前
掲

「地
租
関
係
書
類
彙
纂
」
三
二
九
～
三
三
〇
頁
。

（１５
）

前
掲

「地
租
改
正
例
規
沿
革
撮
要
」
二
八

一
頁
。

（１６
）

同
上
二
人
三
～
二
八
三
頁
。

（１７
）
。
（１８
）

前
掲

『資
料
』
下
、　
一
五
六
六
頁
。

（１９
）

同
上

一
五
六
七
頁
。

（２０
）

前
掲

「地
租
改
正
例
規
沿
革
撮
要
」
二
人

一
頁
。

（２１
）
。
（２２
）

前
掲

『資
料
』
下
、　
一
五
六
七
頁
。

（２３
）

改
租
事
業
に
お
け
る
請
書
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「請
書
の
こ

と
」
（東
京
教
育
大
学
日
本
史
研
究
会

『表
現
』
第
二
九
号
、
二
〇
〇

〇
年
三
月
）
を
参
照
。

（２４
）

前
掲

「地
租
改
正
例
規
沿
革
撮
要
」
二
八
五
頁
。

（２５
）

前
掲

『資
料
』
下
、　
一
五
六
七
頁
。

（２６
）
　

「有
尾
敬
重
略
歴
」
（前
掲

『本
邦
地
租
の
沿
革
』
復
刻
版

「解
題
」

所
載
）

一
三
～

一
四
頁
。

（２７
）

前
掲

『本
邦
地
租
の
沿
革
』
八
九
～
九

一
頁
。

（２８
）

渡
辺
隆
喜

「神
奈
川
県
地
租
改
正
事
業
の
特
色
」
（『神
奈
川
県
史
研
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（２９

）

（３０

）

（３１
）

（３２

）

（
３３

） 究
』
第
四
号
、　
一
九
六
九
年
五
月
）
を
参
照
。

高
崎
進

「瀬
谷
村
他
六
ヶ
村
改
租
不
服
運
動
の
展
開
」
（『神
奈
川
県

史
研
究
』
第
三
七
号
、　
一
九
七
八
年

一
一
月
）
を
参
照
。

神
奈
川
県
に
お
け
る
地
租
改
正
事
業
に
関
連
し
た
紛
議
と
し
て
著
名

な
真
土
事
件
は
、
質
地
関
係
が
成
立
し
て
い
る
地
所
へ
の
壬
申
地
券
交

付
の
あ
り
方
に
起
因
し
た
も
の
だ
っ
た
が
、
九
年
七
月
に
県
官
が
村
内

に
入
っ
て
地
押
丈
量
を
実
施
し
始
め
た
こ
と
で
問
題
が
再
燃
し
、
同
年

一
一
月
に
横
浜
地
方
裁
判
所
へ
質
置
主
側
が
提
訴
し
て
い
る
。
こ
う
し

た
経
緯
か
ら
、
九
年
六
～
九
月
の
時
点
で
こ
の
紛
議
が
地
租
改
正
事
務

局
の
判
断
を
左
右
す
る
も
の
と
な
り
得
な
か

っ
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ

う
。
な
お
、
真
土
事
件
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
大
湖
賢

一
「真
土
事
件

と
民
衆
の
土
地
所
有
観
念
」
（『京
浜
歴
科
研
年
報
』
第
八
号
、　
一
九
九

四
年

一
月
）
を
参
照
。

地
租
改
正
事
務
局
は
、
九
年
七
月
二
六
日
付
で
、
茨
城
県
地
位
等
級

及
ヒ
収
穫
地
価
調
査
順
序
を
茨
城
県
出
張
局
員
の
伺
に
よ
り
決
判
し
て

い
る

（前
掲

『資
料
』
下
、　
一
六
〇
四
～

一
六
〇
七
頁
を
参
照
）
。
そ

の
内
容
は
、
前
述
の
同
局
の

「指
導
」
方
針
を
よ
り
詳
細
に
展
開
し
た

も
の
と
見
て
よ
い
。
な
お
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
掲
福
島

『地
租
改

正
の
研
究
』
三
六
〇
頁
を
参
照
。

前
掲

「有
尾
敬
重
略
歴
」

一
四
頁
。

・　
木
戸
田
四
郎
は
、
茨
城
県
の
騒
擾
に
つ
い
て
、
「地
租
改
正
反
対
を

主
た
る
目
的
と
す
る
の
で
は
な
」
く
、
「九
年
石
代
納
米
価
基
準
と
、

前
年
貢
租
の
六
割
を

一
時
に
年
内
に
納
め
る
こ
と
に
反
対
し
、
こ
れ
を

契
機
と
し
て
激
発
し
た
」
も
の
で
、
「農
民
た
ち
が
、
地
租
改
正
に
反

対
し
た
場
合
に
も
、
た
か
だ
か
改
正
の
費
用
負
担
に
対
し
て
反
対
し
た

の
で
あ
る
。」
と
の
理
解
を
提
示
し
て
い
る

（「明
治
九
年
の
農
民

一
揆
」

〔堀
江
英

一
・
遠
山
茂
樹
編

『自
由
民
権
期
の
研
究
』
第

一
巻

「民
権

運
動
の
発
展
」
、
有
斐
閣
、　
一
九
五
九
年
五
月
〕

一
〇
二
頁
を
参
照
）。

こ
の
騒
擾
が
改
租
事
業
と
の
関
係
お
い
て
、
本
戸
田
が
指
摘
す
る
よ

う
な
性
格
の
も
の
と
な

っ
た
の
は
、
該
時
期
に
お
け
る
同
県
の
改
租
作

業
の
進
捗
状
況
か
ら
見
て
、
当
然
と
言
え
よ
う
。
関
東
改
租
に
対
す
る

地
租
改
正
事
務
局
の

「指
導
」
の
重
点
方
針
の

一
つ
は
、
前
述
の
如
く
、

地
位
等
級
決
定
作
業
段
階
で
は
、
収
穫
反
米
や
改
租
石
代
な
ど
に
つ
い

て
、
同
局
と
各
府
県
の
合
意
が
成
立
す
る
ま
で
厳
重
な
籍
口
令
を
敷
い

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
茨
城
県
の
場
合
、
前
出
の
茨
城
県
地

位
等
級
及
ヒ
収
穫
地
価
調
査
順
序
の
第
七
条
で
次
の
よ
う
に
定
め
て
い

る

（前
掲

『資
料
』
下
、　
一
六
〇
七
頁
）。

一
管
内
ノ
地
位
確
定
ノ
後
甫
メ
テ
収
穫
ヲ
調
査
ス
ヘ
シ
其
方
法
ハ

先
ツ
土
地
ノ
肥
清
便
否
山
川
ノ
景
況
気
候
ノ
善
悪
平
年
ノ
検
見
坪

刈
及
ヒ
旧
税
ノ
寛
苛
等
ヲ
参
考
シ
テ
全
管
内
ヲ
大
観
シ
田
畑
平
均

一
反
凡
ノ
収
穫
ヲ
概
算
シ
更
二
各
地
毎
等
級
ョ
リ
推
算
シ
テ
全
管

ノ
村
等

二
相
当
ス
ヘ
キ
収
穫
目
的
ヲ
立
之
ヲ
統
計
シ
テ
予
メ
概
算

ス
ル
モ
ノ
ニ
照
シ
相
当
卜
見
込
処
ヲ
以
テ

一
応
局
議
ヲ
経
然
ル
後

人
民
二
収
穫
ヲ
云
ハ
シ
ム
而
シ
テ
実
地
二
就
キ
各
地
ノ
収
穫
卜
村

平
均
ノ
収
穫
ト
ヲ
以
テ
此
村
卜
彼
村
二
比
較
シ
権
衡
如
何
ヲ
熟
勘

シ
毎
区
毎
郡
ョ
リ
隣
州
二
及
ホ
シ

一
管
内
順
次
如
此
シ
テ
初
メ
立

ツ
ル
所
ノ
ロ
的
ト
ノ
当
否
如
何
ヲ
審
査
シ
権
衡
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ハ

幾
度
モ
督
責
シ
到
底
至
当
ノ
収
穫
二
帰
着
セ
シ
ム
ヘ
シ

こ
こ
で
は
、
①
全
管
内
を

「大
観
」
し
て
平
均
反
米
を
概
算
す
る
、

②
各
等
級
の
収
穫
反
米
の
見
込
額
を
立
て
、
管
内
全
村
等
の
収
穫
量
を

推
計
し
、
そ
の
総
計
の
反
当
平
均
値
と
①
の
平
均
反
米
を
照
合
し
て
、

平
均
反
米
の
見
込
額
を
確
定
す
る
、
③
こ
の
見
込
額
を

「局
議
ヲ
経
」

て

「
目
的
」
と
し
て
決
定
す
る
、
④
人
民
に
各
筆
ご
と
に
そ
の
収
穫
反

米
を
申
告
さ
せ
る
、
⑤
そ
の
申
告
内
容
を
村
ご
と
に
集
計
し
て
そ
の
平

均
反
米
を
算
出
し
、
（あ
ら
か
じ
め
決
定
さ
れ
て
い
る
地
位
等
級
に
よ

る
村
等
に
照
合
し
て
）
各
村
を
比
較
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
各
区
、
各
郡
、

全
管
内
と
積
み
上
げ
た
結
果
を
、
「
目
的
」
と
照
合
す
る
、
⑥
そ
の
結

果
、
不
適
当
と
認
定
さ
れ
た
も
の
は

「幾
度
モ
督
責
シ
」
て

「至
当
ノ

収
穫
」
量
に

「帰
着
」
さ
せ
る
、
と
い
う
作
業
手
順
が
提
示
さ
れ
て
い

る
。
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こ
の
作
業
手
順
を
含
む
方
針
が
決
定
さ
れ
て
か
ら
五
ヶ
月
を
よ
う
や

く
閲
す
る
に
す
ぎ
な
い
該
時
期
の
茨
城
県
の
改
租
作
業
は
、
精
々
、
①

な
い
し
②
の
段
階
に
す
ぎ
ず
、
こ
こ
で
は
前
述
の
籍
口
令
が
厳
重
に
し

か
れ
て
お
り
、
そ
の
後
の
作
業
の
展
開
の
あ
り
方
は
民
衆
に
は
秘
匿
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
肝
心
の
③
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
ま
だ
八
ヶ
月

も
先
の
話
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
、
騒
擾
が

「た
か
だ
か
改
正
の
費
用
負

担
に
対
し
て
反
対
し
た
」
に
止
ま
る
の
は
、
至
極
当
然
な
成
り
行
き
で

あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
の
こ
と
と
、
こ
の
騒
擾
が
政
府
に
ど
の
よ
う
な
政
治
的

反
応
を
な
さ
じ
め
た
か
は
、
全
然
別
個
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

そ
の
政
策
決
定
過
程
の
級
密
な
政
局
史
的
分
析
に
侯
た
ね
ば
な
る
ま

を

一
方
的
に
決
定
し
よ
う
と
す
る
動
き
を
、
民
衆
の
側
で
は

「押
　
付

反
米
」
と
受
け
取
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る

（前
掲
福
島

『地
租
　
改

正
の
研
究
』
四
二

一
～
四
二
五
頁
を
参
照
）
。

前
掲

『資
料
』
上

。
一
九
五
三
年
九
月

（改
訂
版
、　
一
九
七

一
年
二

月
）
、
中

。
一
九
五
六
年
三
月
、
下
。

佐
々
木
寛
司

『
日
本
資
本
主
義
と
明
治
維
新
』
文
献
出
版
、　
一
九
八

八
年

一
月
、
四
二
四
～
四
三
六
お
よ
び
四
五

一
～
四
五
三
頁
を
参
照
。

「改
正
地
租
表
」
（「地
租
改
正
報
告
書
」
〔前
掲

『集
成
』
七
〕
）
八

〇
～

一
二
七
頁
。

前
掲
福
島

『地
租
改
正
の
研
究
』
四
〇
五
頁
を
参
照
。

福
島
正
夫
は
、
か
つ
て
、
全
国
の
改
租
結
果
に
、
次
の
よ
う
な
総
括

的
評
価
を
下
し
て
い
た

（前
掲

『地
租
改
正
の
研
究
』
四
六

一
頁
）
。

地
租
改
正
の
総
結
果
は
、
旧
貢
租
と
の
実
質
的
増
減
を
明
確
な
数

字
に
よ
り
算
出
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
視
角
に
よ
り
い
ろ

い
ろ
の
結
果
が
出
る
。
し
か
し
、
大
体
に
お
い
て
は
、
維
新
政
権

が
そ
の
改
租
の
構
想
を
ほ
ぼ
予
定
ど
お
り
に
実
現
し
て
旧
租
額
の

維
持
に
成
功
し
た
と
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
百
分
の
三
税
を

基
礎
と
し
、
か
つ
お
お
む
ね
明
治
八
、
九
年
の
時
点
に
お
い
て
で

あ
る
。
そ
の
後

一
ｏ
年
の
減
租
は
、
そ
の
当
時
に
は
、
た
し
か
に

相
当

（貨
幣
形
態
で
は

一
六

・
七
％
、
現
石
形
態
で
は

一
〓
丁

四
％
）
の
国
家
取
分
減
少
を
も
た
ら
し
、
さ
ら
に
西
南
戦
争
イ
ン

フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
も
と
づ
く

一
一
年
以
後
米
価
の
昂
騰
は
土
地
所

有
者
の
負
担
を
相
当
に
軽
減
し
未
曾
有
の
農
村
景
気
を
現
出
し

た
。
だ
が
、
そ
れ
も

一
朝
の
夢
、　
一
五
年
以
後
松
方
デ
フ
レ
ー
シ

ョ
ン
の
展
開
に
よ
り
、
土
地
負
担
は
非
常
に
加
重
さ
れ
て
く
る
。

米
価
は
激
落
し
、
地
方
税
は
増
徴
さ
れ
る
。
改
租
費
用
の
民
費
負

担
も
き
わ
め
て
大
き
い
。
そ
し
て
、
金
納
の
た
め
、
地
租
負
担
の

上
に
商
業
＝
高
利
貸
資
本
の
誅
求
が
恒
常
的
に
添
加
さ
れ
て
、
勤

労
農
民
の
苦
し
み
が
拡
大
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
特
殊
日
本

的
な
本
源
的
蓄
積
過
程
を
推
進
す
る
基
底
工
作
と
な

っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
政
治
的
反
応
、
す
な
わ
ち

一
〇
年
減
租
か
ら
こ
の
騒
擾

の
歴
史
的
性
格
を
遡
及
的
に
推
定
す
る
こ
と
も
妥
当
で
は
な
い
。
や
は

り
、
木
戸
田
の
よ
う
に
、
関
係
史
料
に
即
し
て
そ
の
実
態
を
復
元
す
る

こ
と
で
、
こ
の
騒
擾
の
歴
史
的
性
格
を
見
極
め
よ
う
と
す
る
の
が
、
歴

史
研
究
の
王
道
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
高
橋
裕
文

「地
租
改
正
反
対
那
珂

一
揆
に
お
け
る
国
家
と
人

民
」
（『茨
城
近
代
史
研
究
』
第
二
号
、　
一
九
八
七
年

一
月
）
も
参
照
。

こ
れ
は
、
「地
租
改
正
反
対

一
揆
」
と
の
理
解
に
立
ち
、
那
珂
郡
に
お

け
る
騒
擾
の
実
態
を
追
究
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
提
示
さ
れ
た
諸
史
実

は
木
戸
田
の
見
解
を
確
認
す
る
も
の
に
な

っ
て
い
る
。

前
掲

「地
租
関
係
書
類
彙
纂
」
二
五
六
頁
。

前
掲

「有
尾
敬
重
略
歴
」

一
四
頁
。

笠
井
恭
悦

「栃
木
県
地
租
改
正
と
地
位
等
級
」
（『宇
都
宮
大
学
農
学

部
農
業
経
済
学
教
室
研
究
資
料
』
、　
一
九
九
三
年
三
月
）
五
二
～
五
三

頁
を
参
照
。

前
掲

「有
尾
敬
重
略
歴
」

一
四
～

一
五
頁
。

前
掲

『本
邦
地
租
の
沿
革
』

一
一
三
～

一
一
四
頁
。

九
年

一
二
月
に
発
生
し
た
三
重
県
の
騒
擾
の
際
、
官
側
が
収
穫
反
米

（
４０

）

（
４１

）

（
４２

）

（
４３

）

（
４４

）
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こ
の
叙
述
の
時
点
で
も
、
問
題
を
耕
宅
地
改
租
に
限
定
し
た
場
合
、

イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
影
響
を
捨
象
し
て
も
、
全
体
の
過
半
を
占
め
る

一
〇
年
減
租
後
に
竣
功
し
た
地
域
で
は
、
そ
の
結
果
が
減
租
に
な

っ
た

こ
と
を
、
福
島
が
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、
上
引
の
部
分
を
注

意
深
く
読
め
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
の
後
、
小
稿
と
同
じ

「改
正
地
租
表
」
の
数
値
に
よ
っ
て
、　
一
〇

年
減
租
前
の
租
率
で
も
減
租
結
果
と
な
る
こ
と
を
、
有
尾
の
証
言
を
解

説
す
る
形
で
、
次
の
よ
う
に
、　
一
応
、
認
め
る
に
至

っ
て
い
る

（「解

題
」
〔前
掲

『本
邦
地
租
の
沿
革
』
〕

一
九

一
～

一
九
二
頁
）
。

そ
こ
で
改
正
租
額
と
旧
租
額
と
の
比
較
は
ど
う
か
。
『報
告
書
』

に
よ
り
こ
れ
を
計
算
す
る
と
三
四
人
万
五

一
九
三
円

（計
算
す
れ

ば
六

・
七
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
減
額
が
出
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ

で
は

一
類
地

（田

・
畑

・
宅
地

。
塩
田
）
の
み
で
、
二
類
地

（山

林

。
原
野

・
雑
地

・
温
泉
等
）
が
入
ら
ず
、
し
た
が
つ
て
第
九
款

地
租
の
数
字
と
は
差
が
あ
る
し
、
ま
た
租
率
百
分
の
三
と
し
て
の

計
算
で
あ
る
。

し
か
も
、
こ
の
耕
宅
地
の
減
租
結
果
は
、
「地
積
は
四
人
パ
ー
セ
ン

ト
増
、
収
穫
は
四
、
三
六
六
万
人
、
三
五
四
石
と
し
て
旧
高
よ
り

一
、

三
二
三
万
石

（四
三

・
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
増
と
な
る
。」
（同
上
、　
一
九

一
頁
）
と
、
福
島
自
身
が
そ
の
数
値
を
確
認
し
て
い
る
大
幅
な
増
反

・

増
石
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
改
租
結
果
は
、
前
述
の
如
く
、
佐
々
木
寛
司
が
批
判
し
た

と
こ
ろ
だ
が
、
素
直
に
受
け
と
め
ら
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
維
新
変
革

―
明
治
国
家

ｏ
日
本
資
本
主
義
形
成
の
歴
史
像
の
中
に
、
正
当
に
位
置

づ
け
ら
れ
て
来
な
か
っ
た
。
当
然
、
そ
れ
が
、
そ
の
歴
史
像
に
あ
る
種

の
歪
み
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
、
否
め
ま
い
。

旧
税
収
維
持
の
方
針
の
下
に
す
す
め
ら
れ
た
地
租
改
正
の
結
果
、
民

衆
は
近
世
の
貢
租
と
同
様
の
水
準
に
あ
る
高
額
地
租
を
負
担
し
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
資
本
の
本
源
的
蓄
積
の
自
生
的
展
開
は
阻
害
さ

れ
た
と
の
理
解
に
立

っ
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
資
本
主
義
形
成
の
主
導

線
は
地
租
を
国
家
資
本
に
転
化
す
る
途
に
求
め
ら
れ
、
副
次
線
と
し
て

地
租
の
二
次
的
転
化
た
る
華
族
資
本
や
政
商
資
本
、
ま
た
そ
の
生
計
破

壊
を
不
可
避
的
に
随
伴
す
る
酷
薄
な
民
衆
収
奪
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
地

主
資
金
の
資
本
転
化
が
認
め
ら
れ
る
、
と
い
う
の
が
戦
前
の
講
座
派
か

ら
戦
後
歴
史
学
が
継
承
し
た
、
地
租
改
正
と
日
本
資
本
主
義
形
成
の
歴

史
的
連
関
に
つ
い
て
の
大
方
の
認
識
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
す
る
批
判

。
克
服
を
め
ざ
す
研
究
動
向
は
戦
前
の
服
部
之

総
を
先
駆
と
し
て
、
戦
後
も
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
現
れ
て
い
る
が
、
比
較

的
に
近
年
の
動
き
で
は
、
石
井
寛
治
が
幕
末
以
来
の
輸
出
関
連
の
生
産

―
流
通
部
門
に
原
蓄
の
可
能
性
を
検
出
し
、
こ
れ
を

「商
人
的
対
応
」

と
名
付
け
て
、
そ
こ
に
外
圧
下
で
の
民
族
的
自
立
性
確
保
の
根
拠
を
見

出
だ
そ
う
と
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る

（「維
新
変
革
の
基
礎
過
程

―

対
外
的
契
機
と

「編
成
替
」
―

」
〔『歴
史
学
研
究
』
第
五
六
〇

号
、　
一
九
八
六
年

一
ｏ
月
〕
を
参
照
）
。
も

っ
と
も
、
石
井
も

「権
力

的
対
応
と
密
着
し
た
商
人
的
対
応
の
進
展
は
、
民
権
運
動
の
追
求
す
る

民
衆
的
対
応

（＝
小
生
産
者
型
発
展
）
の
線
を
権
力
的

。
商
人
的
対
応

の
線
の
下
に
従
属
さ
せ
て
い
っ
た
。」
（同
上

一
四
八
頁
）
と
述
べ
て
、

「
民
衆
的
対
応
」
の
自
立
的
展
開
の
可
能
性
に
は
否
定
的
な
見
地
を
表

明
し
て
い
る
。

し
か
し
、
改
租
結
果
を
前
述
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
す
れ
ば
、
石
井

の
い
う

「民
衆
的
対
応
」
な
る
も
の
は
、
か
な
ら
ず
し
も
自
由
民
権
運

動
の
帰
趨
と
結
び
つ
け
ず
と
も
、
ま
た

「権
力
的
対
応
」
や

「商
人
的

対
応
」
に
す
べ
て
が

「従
属
」
さ
せ
ら
て
し
ま
う
体
の
も
の
と
見
な
く

と
も
よ
い
、
自
立
的
展
開
の
基
盤
を
改
租
事
業
を
通
じ
て
獲
得
し
て
い

っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
わ

が
国
の
近
代
化
の
経
済

・
社
会
像
を
、
従
前
よ
り
幾
分
か
は
バ
ラ
エ
テ

ィ
ー
に
富
ん
だ
も
の
と
し
て
把
握
し
て
い
く
こ
と
に
道
を
開
け
る
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。

な
お
付
言
す
れ
ば
、
地
主
資
金
の
資
本
転
化
に
つ
い
て
は
、
中
村
政

則
が
そ
の
全
体
像
を
提
示
し
て
い
る
が

（『近
代
日
本
地
主
制
史
研
究
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―
―
地
主
制
と
資
本
主
義
―

』
東
京
大
学
出
版
会
、　
一
九
七
九
年
五

月
を
参
照
）
、
講
座
派
以
来
、
地
租
改
正
法
中
の
地
方
官
心
得
の
検
査

例
第
二
則
の
小
作
米
規
定

（前
掲

「地
租
関
係
書
類
彙
纂
」
三
二
九
頁

を
参
照
）
を
地
主
収
奪
の
法
的
保
障
と
す
る
見
地
が
と
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
暉
峻
衆
三
が
夙
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
実

際
の
改
租
事
業
に
お
け
る
地
価
算
定
で
は
第
二
則
の
計
算
方
式
は
、
初

期
の

一
部
の
地
域
を
除
い
て

一
般
に
は
と
ら
れ
て
い
な
い

（「地
租
改

正
に
お
け
る
地
価
算
定
の
問
題
」
〔宇
野
弘
蔵
編

『地
租
改
正
の
研
究
』

下
巻
、
東
京
大
学
出
版
会
、　
一
九
五
八
年
四
月
〕
を
参
照
）
。
こ
の
点

は
、
筆
者
も
和
歌
山
県
の
事
例
に
即
し
て
、
地
価
算
定
方
式
が
第
二
則

か
ら
第

一
則
に
転
換
す
る
経
緯
を
追
跡
し
て
、
暉
峻
の
指
摘
を
確
認
し

て
い
る

（「和
歌
山
県
の
地
租
改
正
―

明
治
初
年
の
地
域
行
政
と
地

租
改
正
事
業
―
―
」
〔『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
第
八
八
号
、
一
九
八
〇
年
九
月
、

の
ち
改
稿
し
て
前
掲
拙
著

『地
租
改
正
と
地
方
制
度
』
第

一
編
第
二
章

「和
歌
山
県
の
地
租
改
正
」
と
し
て
収
録
〕
を
参
照
）。
ま
た
、
田
村
貞

雄
も

一
九
八
ｏ
年
代
初
め
ま
で
の
地
租
改
正
研
究
を
整
理

・
総
括
し
て

こ
の
点
を
重
視
し
て
い
る

（『地
租
改
正
と
資
本
主
義
論
争
』
吉
川
弘

文
館
、　
一
九
八

一
年
三
月
を
参
照
）
。
さ
ら
に
、
佐
々
木
寛
司
は
、
第

二
則
方
式
と
み
ら
れ
て
い
た
初
期
の
も
の
を
検
討
し
た
上
で
、
第
二
則

の
計
算
方
式
で
改
正
地
価
を
確
定
し
た
事
例
が

「現
在
の
と
こ
ろ
ま

っ

た
く
見
当
た
ら
な
い
と
い
う
結
論
は
許
さ
れ
よ
う
。
」
と
断
じ
て
い
る

（前
掲
佐
々
木

『
日
本
資
本
主
義
と
明
治
維
新
』
三
七
四
頁
）
。
こ
の

佐
々
木
所
論
に
つ
い
て
は
検
証
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
大
方

に
お
い
て
暉
崚
所
論
の
妥
当
性
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。

検
査
例
第
二
則
が
実
際
の
改
租
事
業
と
は
如
上
の
関
係
に
あ

っ
た
と

す
れ
ば
、
そ
の
小
作
米
規
定
を
地
主
収
奪
の
法
的
保
障
と
す
る
見
地
の

維
持
は
難
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
す
れ
ば
、
こ
の
点
で
は

「権

力
的
対
応
」
が
地
主
の
資
金
蓄
積
を
支
持

・
促
進
す
る
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
を

「民
衆
的
対
応
」
と
敵
対
的
関
係
に
あ

る
も
の
と
ア
プ
リ
オ
リ
に
理
解
す
る
こ
と
に
は
躊
躇
せ
ざ
る
を
得
ま

も

っ
と
も
、
こ
の
問
題
を
幕
末
か
ら
明
治
前
期
に
か
け
て
の
政
治

・

経
済
史
の
全
体
像
の
中
に
き
ち
ん
と
位
置
づ
け
て
い
く
た
め
に
は
、
地

主
の
資
金
蓄
積
に
つ
い
て
の
貧
窮
分
解
論
的
理
解
や
、
そ
れ
と

「権
力

的
対
応
」
と
を
親
和
的
関
係
と
し
、
逆
に
そ
れ
と

「民
衆
的
対
応
」
と

を
敵
対
的
関
係
と
す
る
見
地
、
さ
ら
に
は

「権
力
的
対
応
」
と

「民
衆

的
対
応
」
を
本
質
的
に
は
敵
対
的
関
係
と
す
る
認
識
、
そ
の
基
礎
を
な

す
自
由
民
権
運
動
の
政
治
的
性
格
や
、
政
府
の
殖
産
興
業
政
策
の
経
済

的
性
格
の
理
解
な
ど
の
見
直
し
が
関
連
し
て
必
要
と
な
っ
て
こ
よ
う
。

前
掲
有
尾

『本
邦
地
租
の
沿
革
』

一
一
四
頁
。

西
南
戦
争
の
時
期
の
政
府
財
政
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著

『地
租
改
正
と
地
方
制
度
』

一
四
～

一
六
頁
を
参
照
。

明
治
六

（
一
人
七
三
）
年
三
月
二
五
日
付
の
大
政
官
布
告
第

一
一
四

号
に
よ
る
地
所
名
称
区
別
で
は
八
つ
の
地
種
を
定
め
、
そ
の

一
つ
を
公

有
地
と
し

「野
方
林
場
ノ
類
郡
市
坊

一
般
公
有
ノ
税
地
又
ハ
無
税
地
ヲ

云
」
と
規
定
し
た

（前
掲

「地
租
改
正
例
規
沿
革
撮
要
」
三
二
九
～
二

三
〇
頁
）
。
そ
の
後
、
七

（
一
人
七
四
）
年

一
一
月
七
日
付
の
大
政
官

布
告
第

一
二
〇
号
で
地
所
名
称
区
別
を
改
正
し
、
地
種
を
官
有
地
と
民

有
地
に
二
大
別
し
た

（同
上
二
三
〇
～
二
三

一
頁
）
。
そ
こ
で
は
民
有

地
第
二
種
が
従
来
の
公
有
地
に
該
当
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は

「人
民
数

人
或

ハ

一
村
或

ハ
数
村
所
有
ノ
確
証
ア
ル
学
校

・
病
院

・
郷
倉

・
牧

場

。
林
場

。
社
寺
等
官
有

二
非
ル
土
地
ヲ
云
」
と
規
定
さ
れ

（同
上
二

三

一
頁
）
、
さ
ら
に
八
年
七
月
八
日
付
の
地
租
改
正
事
務
局
議
定
の
地

所
処
分
仮
規
則
第

一
章
第
四
条
で
、
そ
の
認
定
に
次
の
よ
う
な
厳
し
い

基
準
が
設
け
ら
れ
た

（前
掲

『資
料
』
上
、
五
六
三
頁
）
。

従
前
公
有
地
ノ
内
検
地
帳
水
図
帳
名
寄
帳
二
人
民
名
受
ノ
確
証
ア

ル
カ
又
ハ
出
金
買
得
セ
シ
証
左
ア
ル
モ
ノ
ハ
民
有
地
卜
相
定
メ
其

他

ハ
官
有
地
卜
定
ム
ヘ
シ
若
シ
人
民
名
受
ノ
確
証
又
ハ
出
金
買
得

セ
シ
証
書
ナ
シ
ト
雖
ト
モ
人
民
所
有
地
卜
看
認
ム
ヘ
キ
成
跡
ア
ル

モ
ノ
ハ
其
事
実
二
拠
り
民
有
地
卜
相
定
ム
ヘ
キ
事

（４５

）

（
４６

）

（４７

）
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こ
の
厳
し
い
基
準
に
よ
っ
て
公
有
地
の
官
民
有
区
分
が
推
し
進
め
ら

れ
、
そ
の
大
半
は
官
有
地
に
編
入
さ
れ
た
と
さ
れ
る

（前
掲
福
島

『地

租
改
正
の
研
究
』
第
三
編

「林
野
改
租
の
特
質
」
、
と
り
わ
け
第
三
章

「公
有
地
の
官
民
有
区
分
」
、
ま
た
丹
羽
邦
男

『土
地
問
題
の
起
源
　
村

と
自
然
と
明
治
維
新
』
平
凡
社
、　
一
九
八
九
年
八
月
を
参
照
）
。

（４８
）

埼
玉
県
の
改
租
事
業
に
つ
い
て
は
、
前
掲
佐
々
木

『
日
本
資
本
主
義

と
明
治
維
新
』
第
三
章
第
二
節
三

「後
期
改
租
事
業
の
特
質
―
―
埼
玉

県
の
場
合

（二
）
―

」
を
参
照
。

佐
々
木
に
よ
れ
ば
、
埼
玉
県
で
は
、
八

（
一
人
七
五
）
年
三
月

一
三

日
付
で
、
告
諭
書
と
地
租
改
正
二
付
人
民
心
得
書
を
管
内
に
布
告
し
て

い
る
が
、
翌
九
年
六
月
に
地
租
改
正
事
務
局
か
ら
局
員
が
来
県
し
た
前

後
か
ら
地
押
丈
量
が
急
速
に
進
み
、
同
年

一
一
月
に
ほ
ぼ
完
了
し
た
と

い
う

（同
上
三
八
七
頁
を
参
照
）
。
こ
う
し
た
事
情
が
表
１
の
記
載
の

典
拠
と
し
た

「埼
玉
県
地
租
改
正
紀
要
」
（大
蔵
省
編

『府
県
地
租
改

正
紀
要
』
復
刻
版
、
御
茶
の
水
書
房
、　
一
九
七
九
年
七
月
所
収
）
が
事

業
開
始
時
期
を
九
年
五
月
と
し
た
背
景
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
東
京
府
も
増
租
結
果
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
要
因
は
、

八
年
八
月
二
八
日
付
の
大
政
官
布
告
第

一
三
三
号
で

「各
府
県
地
租
改

正
法
管
内

一
般
二
施
行
ノ
節
ハ
市
街
地
モ
亦
右
改
正
法

二
準
拠
シ
地
価

百
分
三
ノ
税
ヲ
課
ス
ヘ
シ
。」
（前
掲

「地
租
改
正
例
規
沿
革
撮
要
」

一

九
八
頁
）
と
さ
れ
市
街
地
の
地
租
が
大
幅
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
し
か
も

同
府
の
有
税
地
に
占
め
る
そ
の
割
合
が
高
い
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

同
府
の
市
街
宅
地
の
地
価
総
額
は

一
〇
〇
六
万
三
八
九
三
円
で
、
民
有

地
第

一
種
の
耕
宅
地
の
地
価
総
額
の
四
六

・
七
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
ま
た
、

地
価
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
は
、
市
街
宅
地
は
二
二
万
四
二
六
三
円
の
増
租

と
な
り
、
耕
宅
地
の
増
租
額
の
七
八

・
六
六
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い

る

（前
掲

「地
租
改
正
表
」
八
二
頁
を
参
照
）
。

な
お
、
「改
正
地
租
表
」
に
よ
れ
ば
、
全
国
で
増
租
結
果
と
な

っ
た

の
は
、
東
京
府
と
埼
玉
県
の
ほ
か
は
岩
手
県
だ
け
だ
が
、
同
県
の
増
租

要
因
は
林
野
で
、
耕
宅
地
は
減
租
と
な

っ
て
い
る

（同
上

一
〇
三
頁
を

参
照
）。
林
野
は
熊
本
県
を
除
き

（同
上

一
一
九
頁
を
参
照
）
、
全
府
県

で
増
租
と
な

っ
て
い
る
が
、
大
方
は
耕
宅
地
が
減
租
と
な
っ
て
そ
れ
を

打
ち
消
し
、
全
体
の
減
租
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
耕
宅
地
が
増
租

と
な

っ
て
い
る
の
は
全
国
で
東
京
府
と
埼
玉
県
だ
け
で
、
こ
れ
が
両
府

県
の
増
租
結
果
の
要
因
で
あ
る
。
就
中
、
埼
玉
県
は
、
市
街
宅
地
が
な

く
、
郡
村
耕
宅
地
が
単
独
で
増
租
要
因
と
な

っ
て
い
る
唯

一
の
事
例
と

し
て
注
目
さ
れ
る

（同
上
八
九
頁
を
参
照
）
。

（４９
）

福
島
正
夫
は
、
小
稿
と
同
じ
史
料
に
拠
り
な
が
ら
、
田
畑
を
区
別
せ

ず
、
し
か
も
改
租
石
代
の
全
国
最
低
額
を
若
松
県
の
二
円
五

一
銭
だ
と

し
て
い
る
が

（『
地
租
改
正
』
吉
川
弘
文
館
、　
一
九
六
八
年

一
ｏ
月
、

一
七
八
～

一
七
九
頁
を
参
照
）
、
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

（５０
）

地
価
算
定
方
式
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
和
歌
山
県
で
の
事
例
に
即
し

て
少
し
く
立
ち
入
っ
た
考
察
を
行

っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
参
照
さ
れ

た
い

（前
掲
拙
著

『地
租
改
正
と
地
方
制
度
』
第

一
編
第
二
章

「和
歌

山
県
の
地
租
改
正
」
お
よ
び
同
第
三
章

「地
租
改
正
を
め
ぐ
る
民
衆
運

動
」
）
。

（５１
）

前
掲

「地
租
関
係
書
類
彙
纂
」
三
二
五
頁
を
参
照
。

（二
〇
〇
ｏ
年
八
月
二
三
日
稿
了
）
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